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６５歳以上の者 

（１６％） 

 

（在宅・施設別）
障害者総数 ９６４．７万人（人口の約７．６％）

うち在宅 ９１４．０万人（９４．７％）

うち施設入所 ５０．７万人（ ５．３％）

           身体障害者（児）             知的障害者（児）         精神障害者 

          ４３６．０万人               １０９．４万人            ４１９．３万人 
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４２８．７万人（９８．３％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅知的障害者

（児） 

９６．２万人 

（８７．９％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅精神障害者 

３８９．１万人（９２．８％） 

 

 

施設入所知的障

害者（児） 

１３．２万人 

（１２．１％） 

入院精神障害者 

３０．２万人（７．２％） 施設入所身体障害者（児） ７．３万人（１．７％） 

 

（年齢別）

６５歳未満 ４８％

６５歳以上 ５２％

○ 障害者の総数は９６４．７万人であり、人口の約７．６％に相当。
○ そのうち身体障害者は４３６．０万人、知的障害者は１０９．４万人、精神障害者は４１９．３万人。
○ 障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。

障害者の数

※身体障害者（児） 及び知的障害者（児）数は平成28年（在宅）、平成30年（施設）の調査等、精神障害者数は平成29年の調査による推計。年齢別の身体障害者（児）、知的障害者（児）数は在宅者数（年齢不詳を除く）での算出。

※身体障害者（児）及び知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。

※平成28年の調査における在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は19.4万人と推計されるが、障害種別が不明のため、上記には

含まれていない。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。 1



障害者総合支援法等における給付・事業

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

介護給付

・居宅介護 ・重度訪問介護
・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・基本相談支援

・地域相談支援
（地域移行支援・地域定着支援）

・計画相談支援
（サービス利用支援、継続サービス利用支援）

自立支援給付
＜国負担 １／２＞

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

訓練等給付

相談支援

自立支援医療

補装具

障害児通所支援

障害者・児

・義肢 ・装具 ・車椅子 等

障害児相談支援

児童福祉法 ＜国負担 １／２＞

障害児入所支援・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援
・日常生活用具 ・移動支援
・地域活動支援センター
・福祉ホーム 等

・広域支援 ・人材育成 等

地域生活支援事業

＜国補助 １／２以内＞

支援

都 道 府 県

市 町 村

・更生医療 ・育成医療
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就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における
課題を把握し、必要な支援を行う

共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う

自立訓練（機能訓練） 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓
練を行う

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行う

就労継続支援（A型）
一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な
訓練を行う

就労継続支援（B型）
一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を
行う

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話
を行う

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の
機会を提供する

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常
に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等
を総合的に行う

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和 年 月サービス提供分（国保連データ）者 児
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2 11

188,068

11,567

25,344

11,446

34

48,316

20,941

292,089

127,220

955

139,725

2,198

12,878

35,217

75,088

282,430

12,624

20,679

7,391

5,788

1,814

10

4,854

257

11,382

2,583

234

9,861

176

1,204

3,013

3,888

13,730

1,339
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計画相談支援

【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

障害児相談支援

【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業
所への同行支援等を行う

地域定着支援
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉
サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び
知識技能の付与並びに治療を行う

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援などを行う

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支
援を行う

医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの
支援及び治療を行う

放課後等デイサービス
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のた
めの必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う
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障害福祉サービス等の体系（障害児支援、相談支援に係る給付）

障
害
児

訪
問
系

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない）※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない）
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談

支

援

に
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る

給
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児

者

者

者

児

児

児

児

児

児

児

児

サービス内容 利用者数 施設・事業所数

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和 年 月サービス提供分（国保連データ）112

128,011

249,628

1,824

207

9,817

1,405

1,912

185,992

56,377

658

3,845

7,954

90

15,554

77

1,029

185

194

8,970

5,223

349

559
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利用者数の推移（６ヶ月毎の利用者数推移）（障害福祉サービスと障害児サービス）

○令和元年１１月→令和２年１１月の伸び率（年率）・・・・・ ４．７%

（単位：万人）

(令和２年１１月の利用者数)
このうち 身体障害者の伸び率…… ０．３％ 身体障害者…… ２２．２万人

知的障害者の伸び率…… ２．９％ 知的障害者…… ４２．１万人
精神障害者の伸び率…… ７．５％ 精神障害者…… ２５．９万人
障害児の伸び率 …… ７．６％ 難病等対象者… ０．４万人（3,621人）

障害児 …… ３９．７万人（※）
（※障害福祉サービスを利用する障害児を含む）
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障害福祉サービス等に関する公費負担及び利用者負担

※国及び地方自治体の負担額：障害者自立支援給付費負担金（実績額。R2は実績見込額、R3は予算額）。
※負担割合は、国：都道府県：市町村＝２：１：１
※利用者負担額：国保連データ（H20-30）及び障害者自立支援給付費負担金を元に障害福祉課推計。
※利用者負担率：国保連データ（H20-30）。H18・H19はH20の負担率、R1・R2はH30の負担率で仮置き。

利用者負担率 （3.3%） （3.3%） 3.3%           2.3%         0.4%          0.4%            0.5%      0.5%           0.6%           0.6%           0.7%           0.7%         0.7%           0.7%  (0.7%) (0.7%) 

伸び率 66.2%           9.7%         11.9%          9.5%          9.2%       14.9%           9.6%           8.1%         10.2%           7.9%           9.0%            8.7%           6.0%           8.9% 9.9% 

0億円

5,000億円

10,000億円

15,000億円

20,000億円

25,000億円

30,000億円

35,000億円

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

国 2,731億 4,540億 4,986億 5,634億 6,284億 6,858億 7,875億 8,628億 9,320億 10,270 11,077 12,066 13,111 13,904 15,138 16,643

地方自治体 2,731億 4,540億 4,986億 5,634億 6,284億 6,858億 7,875億 8,628億 9,320億 10,270 11,077 12,066 13,111 13,904 15,138 16,643

利用者負担 188億円312億円332億円259億円 54億円 59億円 74億円 90億円 105億円126億円145億円169億円187億円190億円214億円236億円

3.0

兆
円

2.8

兆
円
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0.9
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1.3
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円

1.4

兆
円

1.6

兆
円

1.7

兆
円

1.9

兆
円

2.1

兆
円

2.2

兆
円

2.4

兆
円

2.6

兆
円

3.3

兆
円
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

400億円 400億円 440億円 440億円 445億円 450億円 460億円 462億円 464億円 464億円 488億円 493億円 495億円 505億円

4,473億円4,945億円5,071億円
5,719億円

6,341億円
7,434億円

8,229億円
9,071億円9,330億円9,701億円

10,391億円
10,997億円

11,732億円
12,422億円

507億円
495億円 478億円

557億円
560億円

522億円

625億円

840億円
1,055億円

1,395億円

1,778億円

2,320億円

2,810億円

3,420億円

障害児措置費・給付費（義務的経費）

自立支援給付（義務的経費）

地域生活支援事業等（裁量的経費）

障害福祉サービス関係予算額は１３年間で約３倍に増加している。

（注１）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。
（注２）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。
（注３）平成29年度以降の地域生活支援事業等には地域生活支援促進事業分も含まれる。

5,380億円

5,840億円
（+8.6%）

5,989億円
（+2.5%）

6,716億円
（+12.1%）

7,346億円
（+9.4%）

8,406億円
（+14.4%）

9,314億円
（+10.8%）

（億円）

障害福祉サービス等予算の推移

10,373億円
（+11.4%）

10,849億円
（+4.6%）

11,560億円
（+6.5%）

12,656億円
（+9.5%）

13,810億円
（+9.1%）

15,037億円
（+8.9%）

16,347億円
（+8.7%）
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平成15年度 ○支援費制度の施行（利用者がサービスを選択できる仕組み）

平成18年度 ○障害者自立支援法施行（３障害共通のサービス、地域生活、就労を支援）

平成21年報酬改定

○良質な人材の確保（人材確保に積極的に取り組む事業所の評価（特定事業所加算等の創設））
○事業者の経営基盤の安定（児童デイなど収支差率がマイナスの事業について基本報酬単価の見直し）
○サービスの質の向上（医療機関との連携による看護の提供、重複障害など障害特性への配慮）
○新体系への移行促進

５．１％

平成24年報酬改定
○福祉・介護職員の処遇改善の確保（基金事業から処遇改善加算の創設）
○障害児・者の地域移行・地域生活の支援

２．０％

平成24年4月 ○障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法施行（相談支援の充実、障害児支援の強化 等）

平成25年4月 ○障害者総合支援法施行（地域社会における共生の実現、難病等をサービスの対象に）

平成26年報酬改定 ○消費税対応（基本報酬＋加算） ０．６９％

平成27年報酬改定
○福祉・介護職員の処遇改善（処遇改善加算の更なる上乗せ評価を行うための新たな区分を創設）
○障害児・者の地域移行・地域生活の支援

０％

平成28年5月
○障害者総合支援法・児童福祉法の一部改正法成立
・自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援の創設
・障害者の高齢化・重度化への対応 等

平成29年報酬改定 ○福祉・介護職員の処遇改善（処遇改善加算の更なる上乗せ評価を行うための新たな区分を創設） １．０９％

平成30年報酬改定

○障害者の重度化・高齢化を踏まえた、地域移行・地域生活の支援
・日中サービス支援型グループホームの創設による重度化・高齢化への対応
・福祉型強化短期入所の創設による医療的ケアの提供

○医療的ケア児への対応等
・医療的ケア児者に対する支援のための看護職員の配置を評価
・障害児の状態像やサービス提供時間等に応じた基本報酬の設定

○精神障害者の地域移行の推進
○就労系サービスにおける工賃・賃金の向上、一般就労への移行促進
・職場定着率や労働時間、工賃実績に応じた基本報酬の設定

○障害福祉サービスの持続可能性の確保

０．４７％

平成30年4月 改正障害者総合支援法施行・報酬改定

令和元年報酬改定（10月適用） ○消費税率の引上げ（10％）への対応 ○障害福祉人材の処遇改善 ２．００％

令和３年報酬改定（４月適用）

○障害者の重度化・高齢化を踏まえた、地域移行・地域生活の支援
○効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応
○医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
○感染症や災害への対応力の強化等 ○障害福祉サービスの持続可能性の確保

０．５６％

※うち、コロナ対応に
係る特例的な評価
＋0.05％

（～令和３年９月末）

近年の障害福祉サービス等の経緯 改定率



障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー
ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ
か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。

１．障害者の望む地域生活の支援

(1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相
談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助）

(2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援）

(3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする

(4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する
介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を
障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応

(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する

(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する

(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする

(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする

(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を
整備する

平成30年４月１日（２.(3)については公布の日（平成28年６月３日））

概 要

趣 旨

施行期日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の

一部を改正する法律（概要）

（平成28年５月25日成立・同年６月３日公布）
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Ⅰ 地域における障害者支援について
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『障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付
及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針』

（平成18年厚生労働省告示第395号。最終改正は令和2年厚生労働省告示第213号）

第６期障害福祉計画における目標値設定の考え方

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行

○ 令和元年度末時点において福祉施設に入所している障害者（施設入所者）のうち、令和５年度末における地域

生活に移行する者の目標値を設定する。

○ 当該目標値の設定に当たっては、

① 令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行すること

② 令和５年度末の施設入所者数を、令和元年度末時点の施設入所者数から1.6％以上削減すること

を基本に設定する。

【参考】目標値の推移

①施設入所者の地域
移行

第１～２期（平成18～23年
度）

第３期（平成24～26年度） 第４期（平成27～29年度） 第５期（平成30～32年度） 第６期（令和３～５年度）

目標値（基本指針）

１０％
（平成17年10月１日～23年度

末）
【6.5年間】

３０％
（平成17年10月1日～26年度

末）
【9.5年間】

１２％
（平成25年度末～29年度末）

【4年間】

９％
（平成28年度末～32年度末）

【4年間】

６％
（令和元年度末～５年度末）

【4年間】

都道府県の目標の集
計値

１４．５% ２５．２％ １２．０％ ８．０％ －

②施設入所者数の削
減

第１～２期（平成18～23年
度）

第３期（平成24～26年度） 第４期（平成27～29年度） 第５期（平成30～32年度） 第６期（令和３～５年度）

目標値（基本指針）
▲７％

（平成17年10月１日～23年度
末）【6.5年間】

▲10％
（平成17年10月1日～26年度

末）【9.5年間】

▲４％
（平成25年度末～29年度末）

【４年間】

▲２％
（平成28年度末～32年度末）

【４年間】

▲1.6％
（令和元年度末～５年度末）

【4年間】

都道府県の目標の集
計値

▲８．４％ ▲１５．４％ ▲３．８％ ▲２．２％ －

施設入所者の重度化・
高齢化を踏まえた設定
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（２）地域生活への移行状況

１ 入所者数の推移 出典：障害福祉計画に係る実施状況報告
地域移行アンケート

地域生活
移行

他入所施設
（障害）

他入所施設
（老人）

地域移行型
ホーム

病 院 死 亡 その他 退所者計

1,525人
（23.5%）

615人
（9.5%）

482人
（7.4%）

29人
（0.4%）

1,417人
（21.8%）

2,285人
（35.2%）

146人
（2.2%）

6,499人

共同生活援助
宿泊型

自立訓練
福祉ホーム 家庭復帰

１人暮らし・結婚等

その他
公営住宅

公的賃貸住宅（公
営住宅を除く）

その他民間住
宅

654人

（42.9%）

12人

（0.8%）

11人
（0.7%）

674人
（44.2%）

23人
（1.5%）

6人
（0.4%）

119人
（7.8%）

26人
（1.7%）

２ 施設退所後の居住の場の状況

入所者数 129,776人

〈H30.4.1現在〉 〈H31.3.31現在〉

128,667人

▲1,109人（0.85%）

【対象施設】
障害者支援施設

※ ２，４９７施設からの回答を集計

（１）退所者の居住の場等の内訳

※「その他」には、救護施設、刑務所、所在不明等が含まれる。

〈H30.4.1→H31.3.31〉

1,525人

※H30.4.1の入所者数をベースとして地域生活に移行した割合 1.1% ）

〈地域生活へ移行した者の住まいの場の内訳〉

新規入所者

5,394人

施設入所者の地域生活への移行に関する状況①

地域生活へ移行した者のうち

地域移行支援を利用した者 306人（20.1%）
地域生活へ移行した者

12



３ 地域生活へ移行した者の日中活動の状況

地域生活
他入所施設

（障害者）

他入所施設

（障害児）

他入所施設

（老人）

地域移行型

ホーム
矯正施設

病 院
その他 計

精神科 その他

2,556人
（47.4%）

657人
（12.2%）

373人
（6.9%）

103人
（1.9%）

32人
（0.6%）

6人
（0.1%）

382人
（7.1%）

888人
（16.5%）

397人
（7.4%）

5,394人

（１）新規入所者の入所前の居住の場の内訳

（２）地域生活の内訳

生活介護
自立訓練

（機能訓練）

自立訓練

（生活訓練）
就労移行支援

就労継続支援

Ａ型

就労継続支援
Ｂ型

地域活動支援
センター

465人
（30.5%）

30人
（2.0%）

26人
（1.7%）

54人
（3.5%）

35人
（2.3%）

307人
（20.1%）

9人
（0.6%）

一般就労
学校

（能力開発校含む）

精神科
デイケア等

通所介護

（介護保険）
その他の活動 未定 不明

178人
（11.7%）

33人
（2.2%）

7人
（0.4%）

64人
（4.2%）

33人
（2.2%）

162人
（10.6%）

122人
（8.0%）

〈地域生活へ移行した者の日中活動の内訳〉

４ 施設入所前の居住の場の状況

共同生活援助 福祉ホーム 家庭

ひとり暮らし・結婚等

その他
公営住宅

公的賃貸住宅
（公営住宅を除く）

その他民間住宅

339人
（13.3%）

7人
（0.3%）

2,092人
（81.8%）

36人
（1.4%）

5人
（0.2%）

42人
（1.6%）

35人
（1.4%）

施設入所者の地域生活への移行に関する状況②

出典：障害福祉計画に係る実施状況報告
地域移行アンケート
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（参考） 地域生活への移行に向けた支援の流れ（イメージ）

地域生活への移行に向けて、地域移行支援・自立生活援助・地域定着支援を組み合わせた支援を実施
○地域移行支援 ： 障害者支援施設や病院等に入所又は入院している障害者を対象に、住居の確保その他の地域生活へ移行するための支

援を行う。【支給決定期間：６ヶ月間】
○自立生活援助 ： グループホームや障害者支援施設、病院等から退所・退院した障害者等を対象に、定期及び随時訪問、随時対応その

他自立した日常生活の実現に必要な支援を行う。【標準利用期間：１年間】
○地域定着支援 ： 居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。

【支給決定期間：１年間】

障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて

地域移行支援
【事業所数 ３４９事業所 利用者数 ６５８人】

自立生活援助
【事業所数 ２３４事業所 利用者数 ９５５人】

地域定着支援
【事業所数 ５５９事業所 利用者数 ３，８４５人】

【初期】
○計画作成
○訪問相談、
情報提供

【中期】
○訪問相談
○同行支援
○日中活動の
体験利用

【終期】
○住居の確保等
○同行支援
○関係機関調整

○定期訪問による生活状況のモニタリン
グ、助言

○随時訪問、随時対応による相談援助
○近隣住民との関係構築など、イン
フォーマルを含めた生活環境の整備

○居宅で単身等で生活する者との常時
の連絡体制の確保

○緊急訪問、緊急対応

退院・退所

通院、デイケア、訪問看護【精神科病院・入所施設】
相談支援事業者との連携による
地域移行に向けた支援の実施

日中活動、居宅サービス利用
日中活動の体験利用

【障害福祉サービス事業所】

住まいの場の支援
外泊・宿泊体験

【自宅､ｱﾊﾟｰﾄ､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等】

・事業の対象者
への周知

・意向の聴取等
・対象者選定

・相談支援事業
者へつなげる

市町村、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、障害福祉サービス事業所、障害者就業・生活支援センター 等

自立支援協議会によるネットワーク化

連携 連携

能動的なアプローチによる支援 受動的な支援

自立生活援助

地域定着支援

地域移行支援

（例１）

（例２）

（例３） 地域移行支援
１人暮らしの継続

【出典】 令和２年１１月サービス提供分（国民健康保険団体連合会データ）



地域相談支援 障害福祉サービス

地域移行支援 地域定着支援 自立生活援助（平成30年４月～）

概要

障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している障
害者等につき、住居の確保その他の地域における生活に移
行するため相談等の必要な支援を行う。
※利用者に対し概ね週に１回以上対面による支援

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時
の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊
急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

居宅において単身等で生活する障害者につき、定期
的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対
応等により、自立した日常生活を営むための必要な援
助を行う。
※利用者に対し概ね週に１回以上訪問による支援

対象者

①障害者支援施設、のぞみの園又は療養介護を行う病院に
入所している障害者
※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施

設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象
②精神科病院に入院している精神障害者
③救護施設又は更生施設に入所している障害者
④刑事施設、少年院に収容されている障害者
⑤更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進

センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿
泊している障害者

①居宅において単身であるための緊急時の支援が見
込めない状況にある障害者

②居宅において家族と同居している場合であって、当
該家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が
見込めない状況にある障害者

①居宅において単身であるため、自立した日常生活を
営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状
況にある障害者

②居宅において家族と同居している場合であって、当該
家族等が障害、疾病等のため、自立した日常生活を
営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状
況にある障害者

給付決定期間
標準利用期間

給付決定期間：６ヶ月
※更なる更新は必要に応じ市町村審査会の個別審査を経て判断

給付決定期間：１年
※更なる更新も可能

標準利用期間：１年
※更なる更新は市町村審査会の個別審査を経た上で可能

設 備 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること。

人員基準

管理者 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの

サービス
管理責
任者

なし
・利用者30人以下：１人以上
・利用者31人以上：１人に、利用者数が30人を超えて30
又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

従業者
・専従の指定地域移行支援従事者
・指定地域移行支援従事者のうち、１人以上は相談支援専
門員であること

・専従の指定地域定着支援従事者
・指定地域定着支援従事者のうち、１人以上は相談支
援専門員であること

地域生活支援員を１人以上
※利用者数25人に対し１人を標準

報 酬
（令和２年度）

前年度の地域移行した利用者数等に応じて、
・地域移行支援サービス費 （Ⅰ） 3,059単位／月
・地域移行支援サービス費 （Ⅱ） 2,347単位／月

※その他加算あり

・体制確保費 305単位／月（毎月算定）
・緊急時支援費（Ⅰ） 711単位／日（緊急時に居宅訪

問又は滞在による支援を行った場合）
・緊急時支援費（Ⅱ） 94単位／日（緊急時に電話に

よる相談援助を行った場合）

※その他加算あり

地域生活支援員の配置に応じて、
・自立生活援助サービス費（Ⅰ）

退所等から1年以内 1,556単位または1,089単位／月
・自立生活援助サービス費（Ⅱ）

上記以外の者 1,165単位または816単位／月

※その他加算あり

事業者数
（令和２年１１月国保連データ）

349事業所 559事業所 234事業所

利用者数
（令和２年１１月国保連データ）

658人 3,845人 955人

地域生活への移行・地域生活支援に関するサービス
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① 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に

不安がある者

② 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者

③ 障害、疾病等の家族と同居しており（障害者同士で結婚している場合を含む）、家族による支援が見込めないため、実質的

に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

自立生活援助（平成３０年４月～）の概要

障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安
がある者に対して、一定の期間（原則１年間）にわたり、自立生活援助事業所の従業者が定期的な居宅訪問や随時の通報を受
けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等より、当該利用者の日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供及び助言、
関係機関との連絡調整等を行う。

※市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合は更新可能

サービス内容

対 象 者

※自立生活援助による支援が必要な者（例）

○地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点
から支援が必要と認められる場合

○人間関係や環境の変化等によって、１人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合 （家族の死亡、入退院の繰り返し 等）
○その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合

※家族による支援が見込めないと判断する場合（例）
○同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合
○同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合
○同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合
○その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合
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施設､病院

計画相談支援
事業所

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画の作成

一人暮らしの障害者 1人暮らしを支える
関係機関

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所
（日中活動、居宅ｻｰﾋﾞｽ）、

相談支援事業所、医療機関、
行政機関、民生委員 等

連絡調整
（ｻｰﾋﾞｽ調整）

1人暮らし
の継続

一人暮らしが継続できる支援体制・環境・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙな支え合いを整備！

連絡調整
（情報共有、情報提供）

支援のイメージ ①

一人暮らし
への移行

定期的な
居宅訪問

随時対応
（訪問、電話、
ﾒｰﾙ等）

相談

地域住民
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、自治会、

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ、家族、大家、
ｱﾊﾟｰﾄの管理会社 等

関係構築

同行支援

支援のイメージ ②

日頃利用している障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所、
民生委員、地域住民 等

一人暮らしの障害者

障害、疾病等の家族と
同居している障害者

障害者世帯の障害者

人間関係、
生活環境の
変化 等

支援の
必要性

相談

連絡

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

地域移行支援の活用

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙな支え合い・
地域定着支援の活用

円滑な引継

円滑な引継

支援開始

自治体（障害福祉担当）

相談支援事業所

本人、家族との面談
関係機関や地域住民からの聞き取り
↓

人間関係の再構築
生活環境の改善に関する助言
障害福祉サービスの調整
↓

定期的な巡回訪問
随時対応
関係機関との連絡調整

1人暮らし
の継続

自立生活援助事業所

相談 連絡

課題把握

自立生活援助事業所

常時の連絡体制を確保

助言
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（参考） 地域生活への移行に向けた支援の流れ（イメージ）

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の概要

地域移行支援・・・障害者支援施設、精神科病院、救護施設・更生施設、矯正施設等に入所又は入院している障害者を対象に住居の
確保その他の地域生活へ移行するための支援を行う。

地域定着支援・・・居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。

障害者支援施設、精神科病院 等

施設・病院における取り組み
〇地域移行にかかる支援の周知 〇意向の聴取
〇相談支援事業との連携による地域移行に向けた支援の実施

地域で生活したい

地域生活への
移行

（退所・退院）

自宅、アパート 等

〇日中活動、居住サービスの利用
〇通院、デイケア、訪問介護

地域移行支援

初期

〇計画作成

〇訪問相談

〇情報提供

中期

〇訪問相談

〇同行支援

〇日中活動の体験利用

〇宿泊体験

後期

〇住居の確保等

〇同行支援

〇関係機関との調整

日中活動の体験利用
【障害福祉サービス事業所】

外泊・宿泊体験
【自宅、アパート、グループホーム等】

地域定着支援

退所・退院後の支援

〇居宅で単身生活する障害者等との常時
の連絡体制の確保
〇障害特性に起因して生じる緊急事態に
おける居宅訪問等による相談支援

連携

【自立生活援助】
〇理解力や生活力に不安のある障害者の居宅への定
期的な訪問や常時の連絡体制の確保によって把握し
た日常生活の課題について情報提供や助言等の実施

連携

【障害者総合支援法に基づく協議会によるネットワーク化】 市町村、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、障害福祉サービス事業所、障害者就業、生活支援センター 等

（地域移行支援）

・地域移行支援ｻｰﾋﾞｽ費(Ⅰ) 3,059単位/月
〃 (Ⅱ) 2,347単位/月

・初回加算 500単位/月
（利用を開始した月に加算）

・集中支援加算 500単位/月
（月6日以上面接・同行による支援を行った場合に加算）

・退院・退所月加算 2,700単位/月
（退院・退所月に加算）

・障害福祉サービス事業の体験利用加算
（障害福祉ｻｰﾋﾞｽの体験的な利用支援を行った場合に加算）

開始日～5日目 500単位/日
6日目～15日目 250単位/日

・体験宿泊加算（Ⅰ） 300単位/日
〃 （Ⅱ） 700単位/日

（一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合）

・特別地域加算 ＋15/100
（中山間地域等に居住している者に対して支援した場合）

（地域定着支援）

・地域定着支援サービス費
体制確保費 305単位/月
緊急時支援費（Ⅰ） 711単位/日

〃 （Ⅱ） 94単位/日

・特別地域加算 ＋15/100

報 酬 単 価

地域移行支援 地域定着支援

事業所数 ３４９事業所 ５５９事業所

利用者数 ６５８人 ３，８４５人 国保連令和２年11月実績
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地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数実績等

◆ 障害福祉計画における見込量と実績

地域定着支援

◆ 障害別利用者数の推移（Ｈ２４.４～R2.１１）

◆ 都道府県別利用者数（R2.１１）

地域移行支援

地域定着支援地域移行支援

第４期障害福祉計画 第５期障害福祉計画 第４期障害福祉計画 第５期障害福祉計画



☆ 障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場。
☆ １つの住居の利用者数の平均は６名程度。

☆ 単身での生活は不安があるため、一定の支
援を受けながら地域の中で暮らしたい方

☆ 一定の介護が必要であるが、施設ではなく
地域の中で暮らしたい方

☆ 施設を退所して、地域生活へ移行したいが
いきなりの単身生活には不安がある方 など

具体的な利用者像

☆ 主として夜間において、共同生活を営む
べき住居における相談、入浴、排せつ又は
食事の介護その他日常生活上の援助を実施

☆ 利用者の就労先又は日中活動サービス等
との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の
援助を実施

具体的な支援内容

事業所数・利用者数については、国保連令和２年11月サービス提供分実績

☆ 共同生活住居ごとに１以上のユニットが必要
☆ ユニットの入居定員は２人以上１０人以下
☆ 居室及び居室に近接して設けられる相互に

交流を図ることができる設備を設ける
☆ 居室の定員：原則１人
☆ 居室面積：収納設備を除き７．４３㎡

必要な設備等

グループホームの概要

★住宅地に立地
★入居定員は原則１０名以下
※ 既存の建物を利用する場合は20名以下、
都道府県知事が特に必要と認める場合は
30名以下とすることができる。

※ 日中ｻｰﾋﾞｽ支援型の場合、一つの建物に
複数の共同生活住居を設けることができる。
（定員の合計は20人以下）

出典：国保連データ（各年度末月）

R2.11月実績
139,725人利用者数の推移

グループホーム（共同生活援助）

（介護ｻｰﾋﾞｽ包括型） （日中ｻｰﾋﾞｽ支援型） （外部ｻｰﾋﾞｽ利用型）

利用対象者 障害支援区分にかかわらず利用可能

ｻｰﾋﾞｽ内容 主に夜間における食事や入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助

介護が必要な
者への対応

当該事業所の従業者に
より介護ｻｰﾋﾞｽを提供

当該事業所の従業者によ
り常時の介護ｻｰﾋﾞｽを提供

外部の居宅介護事業所に
委託

報酬単位
（令和３年４月～）

世話人の配置及び障害支
援区分に応じて

667単位～170単位

世話人の配置及び障害支
援区分に応じて

1,105単位～252単位

世話人の配置に応じて
243単位～114単位

標準的な時間に応じて
(受託居宅介護ｻｰﾋﾞｽ)

96単位～

事業所数 8,279事業所
259事業所

（平成30年4月～）
1,323事業所

利用者数 120,579人
3,551人

（平成30年4月～）
15,595人

48,394 
55,983 

63,323 
71,866 

81,729 
88,897 

96,012 102,288 108,302 114,822 
122,114 

129,538136,019 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
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介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型

定 員

・定員
新築建物は10名以下
既存建物は20名以下

（都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下）
・共同生活住居 原則２～10名

・定員
20名以下＋短期入所１～５名

（都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下）
・共同生活住居 ２～10名

・定員
新築建物は10名以下
既存建物は20名以下

（都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下）
・共同生活住居 原則２～10名

住 居 ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること。

設 備
・共同生活住居は、１以上のユニットを有すること。
・ユニットの居室面積：収納設備等を除き、7.43平方メートル以上を確保すること。

人員基準等

管理者 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの

サービス管
理責任者

・利用者数が30人以下：１人以上
・利用者数が31人以上：１人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

世話人 ６：１以上 （報酬上は４：１～６：１） ５：１以上 （報酬上は３：１～５：１）
６：１以上 ※平成26年４月１日において現存する
事業所は当面の間、10：１
（報酬上は４：１～６：１、10：１）

生活支援員 障害支援区分に応じ （区分６）２．５：１ ～ （区分３）９：１以上 なし（介護の提供は受託居宅介護事業所が行う）

夜間支援
なし

（夜勤や宿直の配置、常時の連絡体制を確保して
いる場合は加算で評価）

１名以上の夜勤職員の配置が必要
（加配した場合は加算で評価）

なし
（夜勤や宿直の配置、常時の連絡体制を確保し
ている場合に加算で評価）

日中支援
なし

（日中に支援を行った場合に加算で評価）
１名以上の職員の配置が必要

なし
（日中に支援を行った場合に加算で評価）

個人単位ヘ
ルパー利用
（R3.3.31まで
の経過措置）

以下の要件を満たす場合に利用が可能。
（１）障害支援区分４以上、かつ、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の対象者
（２）障害支援区分４以上、かつ、次の①及び②の要件をいずれも満たす者

① 個別支援計画にホームヘルプサービスの利用が位置付けられていること。
② ホームヘルプサービス利用について市町村が必要と認めること。

なし

報 酬
世話人の配置及び支援区分に応じて
666単位／日～171単位／日
※各種加算あり

世話人の配置及び支援区分に応じて
1,104単位／日～279単位／日
（日中共同生活住居以外で過ごす場合の報酬も
あり）
※各種加算あり

世話人の配置に応じて
244単位／日～114単位／日
（区分２以上の者は受託居宅介護サービス費を
算定可）
※各種加算あり

事業者数
（令和２年１１月国保連データ）

8,279事業所 259事業所 1,323事業所

利用者数
（令和２年１１月国保連データ）

120,579人 3,551人 15,595人

グループホーム３類型の比較
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（対前年度

6％増 ）

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
量

（人分）

障害者の地域移行を推進し、地域で安心して生活するため、障害者の住いの場であるグループホームの整備を
促進する。

各自治体が策定した障害福祉計画においては、令和２年度に１３．６万人のグループホーム利用者が見込まれ
ている。

（※平成25年度以前は旧グループホーム・旧ケアホームの利用者数）

実 績

グループホームの利用者数の推移

H19.3

障害福祉計画に
係る進捗状況実績

H20.3

国保連
データ
速報値

H21.3

国保連
データ
速報値

H22.3

国保連
データ
速報値

H23.3

国保連
データ
速報値

H24.3

国保連
データ
速報値

H25.3

国保連
データ
速報値

H26.3

国保連
データ
速報値

H27.3

国保連
データ
速報値

（対前年度

9%増）

（対前年度

11%増）

（対前年度

13%増）

（対前年度

14%増）

（対前年度

12%増）

（対前年度

12%増）

第２期障害福祉計画第１期障害福祉計画 第３期障害福祉計画

（対前年度

12％増）

（対前年度

8％増）

（対前年度

7％増 ）

第４期障害福祉計画

H28.3

国保連
データ
速報値

H29.3

国保連
データ
速報値

（対前年度

6％増 ）

H30.3

国保連
データ
速報値

（対前年度

6％増 ）

（対前年度

6％増 ）

第５期障害福祉計画

見込

0 

42,027 
48,394 

55,983 
63,323 

71,866 
81,729 

88,897 
96,012 102,288 108,302 

114,822 
122,114 

129,538
136,019 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R１年度 R２年度

R2.11月実績
139,725人

H31.3

国保連
データ
速報値

R1.3

国保連
データ
速報値

（対前年度

5％増 ）
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【共同生活援助の現状】

○ 令和元年度の費用額は約2,422億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の8.8％

を占めている。

○ 費用額、利用者数及び事業所数については、毎年度増加している。

※出典：国保連データ ※ＧＨ、ＣＨを一元化した２６年度以降の実績

共同生活援助の現状
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施設入所支援の利用者数の推移（障害支援区分別）

○ 障害支援区分別の利用者数について、令和２年３月時点と平成25年5年３月時点で比較すると、
・ 区分１は85.7%減少、区分２は73.7%減少、区分３は60.7%減少、区分４は35.4%減少、区分５は5.8％減少となっている。
・ 区分６は34.5％増加となっている。

出典：国保連データ 24

630 527 369 267 165 125 119 90 
3,328 2,953 2,217 1,802 1,433 1,143 1,024 875 
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37,110 

37,069 
36,782 

36,473 
36,088 35,685 35,179 

49,654 
52,105 

57,158 
60,864 

64,308 
66,141 66,792 67,878 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

132,698

132,014
131,856

131,170

（人）

130,339

129,273 128,322

83.7

58.6

42.4

26.2

19.8 18.9

14.3

88.7

66.6

54.1

43.1

34.3
30.8

26.3

92.1

76.1

64.6

52.7

45.8
42.3

39.3

95.1

87.6

80.3

73.5

69.1
67.0

64.6

99.4 99.3 98.5 97.7 96.6 95.6 94.2

104.9

115.1

122.6
129.5

133.2 134.5
136.7

99.5 99.4 98.8 98.2 97.4 96.7 96.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 全体

127,660



グループホームにおいては、区分４～６の利用者の利用者全体に占める割合が増加している。

グループホーム利用者の障害支援区分別構成の推移

（出典：国保連データ）

H20.4 H21.4 H22.4 H23.4 H24.4 H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4

その他 9,346 8,097 7,329 5,679 591 139 0 0 0 0 0 0 0
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区分２ 8,057 9,917 11,717 13,598 17,195 18,605 20,031 20,872 20,139 20,866 22,551 24,164 26,473
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地域生活支援の中核的な役割を担う日中サービス支援型グループホームの創設

障害者支援施設

精神科病院
※短期入所(1～5人)
を併設

※昼夜を通じて1人
以上の職員を配置。

在宅の障害者

緊急時の
受入

日中サービス支援型グループホーム

短期入所

活動状況の報告
（年1回以上）

評価・助言
地方公共団体が
設置する協議会

相談支援事業所
※別法人が望ましい

３ヶ月ごとのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

重度・高齢の障害者
の地域移行の受け皿 適正な支援の確保

緊急一時的な
宿泊の場の提供

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定により創設される「日中サービス支援型グループホーム」は、障害者の重度化・高齢
化に対応するために創設された共同生活援助の新たな類型であり、短期入所を併設し地域で生活する障害者の緊急一時的な
宿泊の場を提供することとしており、施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を
担うことが期待される。

地域移行
の促進、
地域生活
の継続

利用者の日中活動
サービス利用を促進

日中活動サービス事業者
（生活介護等）

※利用者が充実した地域生活を送ることができるよう
外出や余暇活動等の社会生活上の支援を実施

緊密な
連携
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サービス類型別の利用者の状況
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身体 知的 精神 障害児 難病等
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13.9% 13.0%
10.4%

17.1% 14.6%
13.4%

23.9%
21.8%
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24.8%

24.3%
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年齢別

18歳未満 18歳以上20歳未満
20歳以上30歳未満 30歳以上40歳未満
40歳以上50歳未満 50歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満 65歳以上

・介護サービス包括型は知的障害者、外
部サービス利用型は精神障害者が多い

・日中サービス支援型は他類型より身体
障害者の割合が高い

日中サービス支援型は区分４以上が
多く、外部サービス利用型は区分なし
が多い

類型別の年齢に大きな偏りはない

知的

精神

区分４以上

区分なし

※出典：令和２年１１月国保連データ 27



PwC

グループホームにおける個人単位での居宅介護等の利用について

グループホーム（介護サービス包括型及び日中サービス支援型）においては、原則として、グループホームの事業所の従事者以外の者による
介護等を受けさせてはならないが、以下の場合については、特例措置として居宅介護等の利用を認めている。

【対象者】
・次のいずれかに該当する者

（１）障害支援区分４以上、かつ、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の対象者
（２）障害支援区分４以上、かつ、次の①及び②の要件をいずれも満たす者

①グループホームの個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。
②グループホームでの居宅介護の利用について市町村が必要と認めること。

【利用可能なサービス】
・上記（１）の対象者：居宅介護又は重度訪問介護
・上記（２）の対象者：居宅介護（身体介護に係るものに限る。）

【グループホームの人員配置基準】
・個人単位で居宅介護等を利用する者の生活支援員の配置基準については、当該利用者の数を２分の１と算定。

【グループホームの報酬】
・世話人の配置及び障害支援区分に応じ、利用しない場合より低い報酬額を適用

（例）個人単位で居宅介護等を利用する場合
世話人配置４：１の事業所で障害支援区分６の者 ４４３単位／日 ※利用しない場合は６６６単位／日

【特例措置の適用期間】
・令和３年３月３１日までの時限措置

【利用状況（令和２年１１月国保連データより）】
・介護サービス包括型 事業所数：５４３事業所／８，２７９事業所（６．６％）

利用者数：２，６６０人／１２０，５７９人（２．２％） ※内訳：区分６：１，６７０人（６３％）、区分５：６５６人（２５％）、区分４：３３４人（１２％）

・日中サービス支援型 事業所数：２９事業所／ ２５９事業所（１１％）
利用者数： １１７人／３，５５１人（３．３％） ※内訳：区分６：７５人（６４％）、区分５：２８人（２４％）、区分４：１４人（１２％）
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１ 目 的
グループホームの家賃について、障害者の地域移行をさらに進めるため、その一定額を

助成するもの。

２ 対象者
グループホーム利用者（市町村民税課税世帯を除く）

３ 助成額（月額）
家賃を助成対象とし、利用者１人当たり月額１万円を上限

※ 家賃が１万円未満の場合は、当該家賃の額を助成。
※ 月の中途で入退居した場合は、１万円を上限として実際に支払った額を助成。
※ 家賃に対する助成は、事業者による代理受領の場合、他の障害福祉サービスに係る報酬と同様に、翌々月となる。
（例：平成２３年１０月分は、平成２３年１２月に支給）

４ 負担率
１／２ （負担割合 国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

５ 施行期日
平成２３年１０月１日

グループホームの利用の際の助成
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障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け
入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実情

に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

地域生活支援拠点等の整備について

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

体験の機会・場

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター
等

専門性 地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

市町村（圏域）

① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握

都道府県

バックアップ ・ 整備、運営に関する研修会等の開催
・ 管内市町村の好事例（優良事例）の紹介
・ 現状や課題等を把握、共有 30



地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【骨子】

平成２９年７月７日

○ 地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機能等、市町村・都道府県の責務と役割を
周知・徹底する。

趣旨

○ 障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、
重度障害にも対応できる専門性を有し、障害者等やその家族
の緊急事態に対応を図る。

整備の目的

○ ５つの機能を集約して、「多機能拠点整備型」、「面的整備
型」等、地域の実情に応じた整備を行う。

① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応
③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり

※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足
の程度については、市町村が判断する。

※ 緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機
能を有機的に組み合わせる。

※ 地域の実情に応じた機能の付加も可能。

必要な機能等

○ 個別事例を積み重ね、地域の共通課題を捉え、地域づくりの
ために活用することが重要である。

○ 必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又
は必要な時に、運営に必要な機能の実施状況を把握しなけれ
ばならない。

運営上の留意点

【整備に向けた取組】
○ 地域におけるニーズの把握や課題の整理を早期

に行い、積極的な整備を進める必要がある。

○ 拠点等の整備については、必要な機能等の実効
性の担保等により市町村が総合的に判断する。
（拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要）

【必要な機能の充実・強化】
○ 地域の課題や目標を共有しながら、相互に連携す

る効果的な取組を推進していくこと。

○ 効果的な運営の継続
・ 市町村の定期的な評価
・ 拠点等の取組情報の公表（普及・啓発）

【都道府県の役割】
○ 都道府県は、拠点等の整備、運営に関する研修会

等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）
の紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するなど
後方的かつ継続的な支援を図る。

市町村・都道府県の責務と役割
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① 地域生活支援拠点等の整備数について（予定含む）

② 整備類型について（予定含む）

（課題等）
※ 整備にあたって、備えるのが困難な機能として、「専門的人材の養成・確保」「緊急時の受入・対応」との回答が多くあった。
※ 今後の課題については、主に「地域の社会資源が不足していること、整備・運営に係る財源の確保」等があげられている。

地域生活支援拠点等の全国の整備状況について（令和２年４月１日時点）

○ 地域生活支援拠点等の全国の整備状況について、令和２年４月１日時点で、４６９市町村（うち、圏域整備：６
６圏域２７２市町村）において整備されている。（全国の自治体数：１７４１市町村）

※平成３１年４月１日時点整備状況 ３３２市町村（うち、圏域整備：４２圏域１８８市町村）

※ 障害福祉課調べ

多機能拠点整備型 ４８市町村 （うち、圏域整備：３圏域９市町村）

面的整備型 １１６１市町村 （うち、圏域整備：１５７圏域５９７市町村）

多機能拠点整備型＋面的整備型 １０１市町村 （うち、圏域整備：１０圏域４７市町村）

その他の整備類型 ３市町村

未定 ４２８市町村 （うち、圏域整備：３５圏域１４９市町村）

令和２年４月１日時点で整備済み ４６９市町村 （うち、圏域整備：６６圏域２７２市町村）

令和２年度末までに整備予定 ６３７市町村 （うち、圏域整備：７５圏域２９７市町村）

令和３年度に整備予定 ２０９市町村 （うち、圏域整備：２３圏域８７市町村）

その他 ４２６市町村 （うち、圏域整備：４１圏域１４６市町村）
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〇 地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実を図るため、市町村が地
域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問
系サービス等について、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算
を創設。

地域生活支援拠点等

【相談】

【緊急時受入れ】

【地域の体制づくり】

【体験の機会】

【専門性】

【新設】
○ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者
等包括支援 ＋50単位／回 ※地域生活支援拠点等の場合

○ 自立生活援助、地域定着支援
＋50単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合

・緊急時対応加算、緊急時支援加算（Ⅰ）又は緊急時支援費（Ⅰ）
を算定した場合、更に＋50単位を上乗せ。

地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実

＜地域生活支援拠点について＞
・ 地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を
地域全体で支えるため、居住支援のためのサービス提供体制を、地域の実情に応じて整備する
もの。

・ 第６期障害福祉計画（令和３年度～令和５年度）では「令和５年度末までの間、各市町村又
は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上
運用状況を検証及び検討することを基本」としている。

（参考）全国1,741市町村の整備状況 ※速報値であり変更がありうる
令和２年4月時点における整備状況 468市町村（うち、圏域整備： 65圏域268市町村）
令和２年度末時点における整備見込 1,107市町村（うち、圏域整備：141圏域567市町村）

市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた訪問系サービス事業
所等について、緊急時の対応を行った場合に加算。

市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所につい
て、短期入所を行った場合に加算（緊急時の受入れに限らない）。

緊急時における対応機能の強化（訪問系サービス等） 緊急時のための受入機能の強化（短期入所）

【新設】

○ 短期入所 ＋100単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合

・短期入所のサービス利用の開始日に加算。

（参考）地域生活支援拠点等に係るその他の主な加算（平成30年度～）
（計画相談支援・障害児相談支援）地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位／回（月４回限度）、地域体制強化共同支援加算2,000単位／月（月１回限度）
（地域移行支援）障害福祉サービス体験利用支援加算 ＋50単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合 33
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○ 地域生活支援事業 （障害者総合支援法第77条・第77条の2・第78条）
(1) 事業の実施主体である市町村等が、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効果的・効率的な

事業実施が可能である事業
［地域の特性］ 地理的条件や社会資源の状況
［柔軟な形態］ ① 委託契約･広域連合等の活用 ② 突発的なニーズに臨機応変に対応可能

③ 個別給付では対応できない複数の利用者に対応可能

(2) 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業（事業の実施内容は地方が決定）

(3) 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも可能。
・ 補助率 ※統合補助金
市町村事業：国１／２以内･都道府県１／４以内で補助、 都道府県事業：国１／２以内で補助

○ 地域生活支援促進事業 （平成29年度に創設）
発達障害者支援、障害者虐待防止対策、障害者就労支援、障害者の芸術文化活動の促進等、国として促進すべき事
業について、特別枠に位置づけ、５割又は定額の補助を確保し、質の高い事業実施を図る。
・ 補助率 国１／２又は定額（10／10相当）

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施。

概要

事業内容

地域生活支援事業等について

令和３年度予算（案）
５１３億円

令和２年度予算額
５０５億円
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（令和３年度予算案）地域生活支援事業（市町村事業）

必須事業

1 理解促進研修・啓発事業

2 自発的活動支援事業

3 相談支援事業

(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業

(2) 住宅入居等支援事業（居住サポート事業）

4 成年後見制度利用支援事業

5 成年後見制度法人後見支援事業

6 意思疎通支援事業

7 日常生活用具給付等事業

8 手話奉仕員養成研修事業

9 移動支援事業

10 地域活動支援センター機能強化事業

任意事業

1 日常生活支援

(1) 福祉ホームの運営

(2) 訪問入浴サービス

(3) 生活訓練等

(4) 日中一時支援

(5) 地域移行のための安心生活支援

(6) 巡回支援専門員整備

(7) 相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制整備

(8) 協議会における地域資源の開発･利用促進等の支援

(9) 児童発達支援センター等の機能強化等

2 社会参加支援

(1) レクリエーション活動支援

(2) 芸術文化活動振興

(3) 点字・声の広報等発行

(4) 奉仕員養成研修

(5) 複数市町村における意思疎通支援の共同実施促進

(6) 家庭・教育・福祉連携推進事業

3 就業・就労支援

(1) 盲人ホームの運営

(2) 知的障害者職親委託

（参考） 交付税を財源として実施する事業
・ 相談支援事業のうち障害者相談支援事業 ・ 地域活動支援センター基礎的事業
・ 障害支援区分認定等事務 ・ 自動車運転免許取得・改造助成 ・ 更生訓練費給付
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（令和３年度予算案）地域生活支援事業（都道府県事業）
必須事業

1 専門性の高い相談支援事業

(1) 発達障害者支援センター運営事業

(2) 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

2 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

(1) 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業

(2) 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業

(3) 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業

3 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

(1) 手話通訳者・要約筆記者派遣事業

(2) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

(3) 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

4 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業

5 広域的な支援事業

(1) 都道府県相談支援体制整備事業

(2) 精神障害者地域生活支援広域調整等事業

(3) 発達達障害者支援地域協議会による体制整備事業

任意事業

１ サービス・相談支援者、指導者育成事業

(1) 障害支援区分認定調査員等研修事業

(2) 相談支援従事者等研修事業

(3) サービス管理責任者研修事業

(4) 居宅介護従業者等養成研修事業

(5) 障害者ピアサポート研修事業

(6) 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業

(7) 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業

(8) 精神障害関係従事者養成研修事業

(9) 精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業

(10) その他サービス・相談支援者、指導者育成事業

任意事業

2 日常生活支援

(1) 福祉ホームの運営

(2) オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）社会適応訓練

(3) 音声機能障害者発声訓練

(4) 児童発達支援センター等の機能強化等

(5) 矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進

(6) 医療型短期入所事業所開設支援

(7) 障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業

3 社会参加支援

(1) 手話通訳者の設置

(2) 字幕入り映像ライブラリーの提供

(3) 点字・声の広報等発行

(4) 点字による即時情報ネットワーク

(5) 都道府県障害者社会参加推進センター運営

(6) 奉仕員養成研修

(7) レクリエーション活動等支援

(8) 芸術文化活動振興

(9) サービス提供者情報提供等

(10) 障害者自立（いきいき）支援機器普及アンテナ事業

(11) 企業ＣＳＲ連携促進

4 就業・就労支援

(1) 盲人ホームの運営

(2) 重度障害者在宅就労促進（バーチャル工房支援）

(3) 一般就労移行等促進

(4) 障害者就業・生活支援センター体制強化等

(5) 就労移行等連携調整事業 【促進から移行】

5 重度障害者に係る市町村特別支援

6 障害福祉のしごと魅力発信事業

（参考） 交付税を財源として実施する事業
・ 障害児等療育支援事業
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（令和３年度予算案）地域生活支援促進事業

都道府県事業

1 発達障害児者地域生活支援モデル事業 14 薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業

2 かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 15 ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業

3 発達障害者支援体制整備事業【一部新規】 16 「心のバリアフリー」推進事業

4 障害者虐待防止対策支援事業 17 身体障害者補助犬育成促進事業

5 障害者就業・生活支援センター事業 18 発達障害児者及び家族等支援事業

6 工賃向上計画支援等事業（※）【一部新規】 19 発達障害診断待機解消事業

7 障害者芸術・文化祭開催事業（※） 20 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

8 障害者芸術・文化祭のサテライト開催事業 21 障害者ICTサポート総合推進事業

9 医療的ケア児等総合支援事業【一部新規】 22 意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業

10 強度行動障害支援者養成研修事業（基礎研修、実践研修） 24 聴覚障害児支援中核機能モデル事業（※）【一部新規】

11 障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業 25 地域における読書バリアフリー体制強化事業

12 成年後見制度普及啓発事業 26 地域生活支援事業の効果的な取組推進事業（※）

13 アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業

（注） （※）の事業は定額（10/10相当）補助を含む。

市町村事業

1 発達障害児者地域生活支援モデル事業 18 発達障害児者及び家族等支援事業

4 障害者虐待防止対策支援事業 23 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業

9 医療的ケア児等総合支援事業【一部新規】 26 地域生活支援事業の効果的な取組推進事業（※）

12 成年後見制度普及啓発事業 新 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業【本体から移行】
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個別給付で提供される相談支援

一般相談支援事業
（都道府県による指定）

地域相談支援

地域定着支援地域移行支援

基本相談支援

＜障害者総合支援法＞ ＜児童福祉法＞

地域生活支援事業により実施される相談支援

障害者相談支援事業（必須事業）
※主に個別給付による相談支援では対応が困難であったり、対
象とならない事例等に対して一般的な相談支援を行う。

基幹相談支援センター
※地域の中核的な機関として、一般的な相談に加え、総合
的・専門的相談を行うと共に、地域の相談支援体制強化の取
組等を行う。

特定相談支援事業
（市町村による指定）

計画相談支援

継続サービス
利用支援

サービス
利用支援

基本相談支援

障害児相談支援事業
（市町村による指定）

※特定相談支援事業の指定を共
に受けることが望ましい。

継続障害児
支援利用援助

障害児支援
利用援助

実施主体は市町村
※ 適切な一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者へ委託可能

地方交付税措置 地方交付税措置
基幹相談支援センター等
機能強化事業（補助金）

地域相談支援給付費の支給 計画相談支援給付費の支給 障害児相談支援給付費の支給

障害者総合支援法における相談支援事業の体系
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現行の相談支援体制の概略

相談支援事業名等 配置メンバー 業務内容 実施状況等

基幹相談支援センター 定めなし
（地活要綱例示）
主任相談支援専門員
※平成30年度より追記

相談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師 等

 総合的・専門的な相談の実施
 地域の相談支援体制強化の取組

 地域の相談事業者への専門的な指
導助言、・人材育成

 地域の相談機関との連携強化
 地域移行・地域定着の促進の取組
 権利擁護・虐待の防止

■1,741市町村中
650市町村(H30.4)37％
687市町村(H31.4)39％
778市町村(R2.4)  45％
→946カ所

障害者相談支援事業
実施主体：市町村→指定特

定相談支援事業者、指定一
般相談支援事業者への委
託可

定めなし  福祉サービスの利用援助（情報提
供、相談等）

 社会資源を活用するための支援
（各種支援施策に関する助言・指
導）

 社会生活力を高めるための支援
 ピアカウンセリング
 権利擁護のために必要な援助
 専門機関の紹介 等

■全部又は一部を委託1,579市
町村（91%）
■単独市町村で実施1,040市町
村（60%）
※R2.4時点

指定特定相談支援事業所

指定障害児相談支援事業
所

専従の相談支援専門
員（業務に支障なけれ
ば兼務可）、管理者

 基本相談支援
 計画相談支援等

・サービス利用支援、
・継続サービス利用支援

※特定事業所加算を受けている場合は
24時間対応及び困難事例にも対応する
場合あり

■ 9,623ヶ所(H30.4)20,418人
10,202ヶ所(H31.4)22,453人
10,563カ所(R2.4) 23,729人

※障害者相談支援事業受託事業所数
2,200ヶ所(21%)

指定一般相談支援事業所 専従の指定地域移行
支援従事者(兼務可）、

うち１以上は相談支援
専門員、管理者

 基本相談支援
 地域相談支援等

・地域移行支援
・地域定着支援 等

■ 3,397ヶ所(H30.4)
3,377ヶ所(H31.4)
3,551カ所(R2.4)
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市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。

＊ 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案（セルフプラン）を提出可。
＊ サービス等利用計画作成対象者を拡大する。

支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）に
ついて、計画相談支援給付費を支給する。

障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サー
ビスの利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービス等利用計画に相当）を作成する。

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス等
利用計画を作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成）

支給決定プロセスについて

受
付
・申
請

障
害
支
援
区
分
の
認
定

計
画
案
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

支
給
決
定

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
時
の

支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施

サ
ー
ビ
ス
利
用

一定期間ごとの

モニタリング

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
後
の

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、
全ての利用者を対象とする。
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計画相談支援のしくみ

○ 障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する「サービス等利

用計画」が必要。（※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」）

※ 平成22年12月成立の「つなぎ法」による関係法令改正の施行（平成24年4月）により、平成27年3月までは経過措置として、市町村が必

要と認めた場合に計画を作成することとされていたが、平成27年4月より、全例について計画が必要となった。

※ 各事業所で計画を作成する相談支援専門員には、高い能力が求められるため、一定の実務経験に加えて都道府県が主催する研修の修了

を義務づけている。

（利用プロセスのイメージ）

相談支援事業者

都道府県
相談支援専門員

養成研修

＊ ２６年度までは、②は市区町
村が必要と認めた場合のみであ
るが、２７年度からは全例につい
て求めることとなった。

利用者（保護者） 市町村
（計画案の受領後、支給決定）

① 支給申請

② ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の求め

サ
ー
ビ
ス
利
用
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○対象者（平成27年度からは障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等が対象となった。）

■ 障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児（の保護者）
■ 地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者

○主な人員配置○サービス内容

【サービス利用支援】
■ 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定の前にサービス等利用計画案を作成
■ 支給決定後、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画を作成

【継続サービス利用支援】
■ 障害福祉サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
■ サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

■ 相談支援専門員
※ 35件に１人を標準

計画相談支援

○報酬単価（基本報酬）（令和元年10月～）

サービス利用支援費 （Ⅰ） 1,462単位/月 （Ⅱ） 731単位/月
継続サービス利用支援費 （Ⅰ） 1,211単位/月 （Ⅱ） 605単位/月
注） （Ⅰ）については、利用者が40未満の部分について算定。（Ⅱ）については、40以上の部分について算定

○主な加算（令和元年10月～）

特定事業所加算（（Ⅰ）500単位/月、 （Ⅱ）400単位/月、 （Ⅲ）300単位/月、 （Ⅳ）150単位/月）
→ 手厚い人員体制や関係機関との連携等により質の高い計画相談支援が提供していることを評価

入院時情報連携加算（（Ⅰ）200単位/月、 （Ⅱ）100単位/月）、退院・退所加算（200単位/回） 、居宅介護支援事業所等連携加算（100単位/
月）、医療・保育・教育機関等連携加算（100単位/月）
→ 利用者の入院時や退院・退所時等、サービスの利用環境が大きく変動する際に、関係機関との連携の下で支援を行うことを評価

初回加算（300単位/月）、サービス担当者会議実施加算（100単位/月）、サービス提供時モニタリング加算（100単位/月）
→ モニタリング時等において、サービス提供場面を確認する等、利用者の状況確認や支援内容の調整等を手厚く実施したことを評価

行動障害支援体制加算（35単位/月）、要医療児者支援体制加算（35単位/月）、 精神障害者支援体制加算（35単位/月）
→ 医療的ケアを必要とする障害児者等、より高い専門性が求められる利用者を支援する体制を有していることを評価

○請求事業所数 ○利用者数（国保連令和 年 月実績）2 11 （国保連令和 年 月実績）2 11○利用者数2 118,970 185,992
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○対象者（平成27年度からは障害児通所支援を利用するすべての障害児の保護者が対象となった。）

■ 障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児（の保護者）

○主な人員配置○サービス内容

【障害児支援利用援助】
■ 障害児通所支援の申請に係る通所給付決定の前に障害児支援利用計画案を作成
■ 通所給付決定後、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画を作成

【継続障害児支援利用援助】
■ 障害児通所支援の利用状況等の検証（モニタリング）
■ サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな通所給付決定等に係る申請の勧奨

■ 相談支援専門員
※ 35件に１人を標準

障害児相談支援

○報酬単価（基本報酬）（令和元年10月～）

障害児支援利用援助費 （Ⅰ） 1,625単位/月 （Ⅱ） 814単位/月
継続障害児支援利用援助費 （Ⅰ） 1,322単位/月 （Ⅱ） 661単位/月

注） （Ⅰ）については、利用者が40未満の部分について算定。（Ⅱ）については、40以上の部分について算定

○主な加算（令和元年10月～）

特定事業所加算（（Ⅰ）500単位/月、 （Ⅱ）400単位/月、 （Ⅲ）300単位/月、 （Ⅳ）150単位/月）
→ 手厚い人員体制や関係機関との連携等により質の高い計画相談支援が提供していることを評価

入院時情報連携加算（（Ⅰ）200単位/月、 （Ⅱ）100単位/月）、退院・退所加算（200単位/回）、医療・保育・教育機関等連携加算（100単位/月）
→ 利用者の入院時や退院・退所時等、サービスの利用環境が大きく変動する際に、関係機関との連携の下で支援を行うことを評価

初回加算（500単位/月）、サービス担当者会議実施加算（100単位/月）、サービス提供時モニタリング加算（100単位/月）
→ モニタリング時等において、サービス提供場面を確認する等、利用者の状況確認や支援内容の調整等を手厚く実施したことを評価

行動障害支援体制加算（35単位/月）、要医療児者支援体制加算（35単位/月）、 精神障害者支援体制加算（35単位/月）
→ 医療的ケアを必要とする障害児者等、より高い専門性が求められる利用者を支援する体制を有していることを評価

○請求事業所数 （国保連令和 年 月実績）2 11○利用者数（国保連令和 年 月実績）2 115,223 56,377
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○ 都道府県別 障害児相談支援実績 （R2.3：厚生労働省調べ）
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 事務負担軽減のため、加算の算定要件となる業務の挙証書類については基準
省令で定める記録（相談支援台帳（サービス等利用計画））等に記載・保管する
ことで可とする。

 適切なモニタリング頻度を担保するために以下の方策を行う
・ 利用者の個別性も踏まえてモニタリング頻度を決定すること等の周知徹底
・ モニタリング頻度を短くする必要がある場合の例示 等

①基本報酬の充実 （単位数の引き上げと加算の組込み） ②従来評価されていなかった相談支援業務の新たな評価

③事務負担軽減及び適切なモニタリング頻度の設定について● 常勤専従１名の配置が必須の上で、複数の事業所で24時間の連絡体制が
確保されること等で機能強化型の算定要件を満たすことを可能とする

（地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所間の協働である場合。）

 従来評価されていなかった、計画決定月・モニタリング対象月以外の以下の業
務について、新たに報酬上の評価を行う

 計画相談支援・障害児相談支援の経営実態を踏まえ、経営実態が厳しい小規模事
業所について大幅に基本報酬を引き上げ

 人員体制（相談支援専門員の常勤配置数）に応じた従来の「特定事業所加
算」については、事務手続負担が軽減されるよう、基本報酬へ組込み

 常勤専従職員の配置を更に促進するため、従来より要件緩和した報酬区分
を創設

支給決定前 サービス終了前後
障害福祉サービス

利用期間中
※モニタリング対象月以外

要件を満たした月
につき、300単位/

月を追加

面接、会議開催、会議参加につ
いて 各300単位

300単位

※書面による情報提供は100
単位

【初回加算の拡充】 【集中支援加算の新設】 【居宅介護支援事業所等
連携加算の拡充】

・利用開始前に、
居宅等を訪問
し、月２回以上
の面接

新【機能強化Ⅳ】 新【機能強化Ⅳ】

【機能強化Ⅲ】
が算定可能

協
働

● 全ての報酬区分において常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置することを評価（100単位）

例）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

現　行 報酬引き上げ
旧特定事業所
加算の組込み

機能強化（Ⅰ） ４名以上 1,864単位

機能強化（Ⅱ） ３名以上 1,764単位

機能強化（Ⅲ） ２名以上 1,672単位

機能強化（Ⅳ） １名以上 1,622単位

機能強化なし 1,522単位

現　行 報酬引き上げ
旧特定事業所
加算の組込み

機能強化（Ⅰ） ４名以上 1,613単位

機能強化（Ⅱ） ３名以上 1,513単位

機能強化（Ⅲ） ２名以上 1,410単位

機能強化（Ⅳ） １名以上 1,360単位

機能強化なし 1,260単位

報酬区分
常勤専従の

相談支援専門員数

継続サービス利用支援費

［令和３年改定後の段階別基本報酬単価］

報酬区分
常勤専従の

相談支援専門員数

サービス利用支援費

1,462単位

1,211単位

1,464単位

1,522単位

1,260 単位

1,213単位

①居宅等を訪問し、月２回以上
の面接
②サービス担当者会議の開催
③他機関の主催する会議へ参加

①居宅等を訪問し、
月２回以上の面接
②他機関の主催する
会議へ参加
③他機関への書面に
よる情報提供

質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し
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モニタリング実施標準期間の適用時期

○ 平成30年度報酬改定において新たに示したモニタリング実施標準期間の適用時期については、以下のとおり。

対象者

旧モニタリング実施
標準期間

新モニタリング実施標準期間
及び適用時期

３０年度～ ３１年度～

新規サービス利用者 １月間
※利用開始から３月のみ

１月間
※利用開始から３月のみ

在
宅
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障
害
児
通
所
支
援

等

集中的支援が必要な者 １月間 １月間

【新サービス】
就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型
共同生活援助

－ ３月間

居宅介護、行動援護、同行援護、
重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練

６月間 ６月間 ３月間

生活介護、就労継続支援、共同生活援助（日中支援
型を除く）、地域移行支援、地域定着支援、障害児
通所支援

６月間 ６月間

６月間
※65歳以上で介護保険
のケアマネジメントを受
けていない者は３月間

【施設入所等】障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入
所者、重度障害者等包括支援

１年間 ６月間

※ 現に計画作成済みの対象者については、各見直し時期以降に計画再作成（又は変更）を行うまでは、なお従前の例による。
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計画相談支援 モニタリング頻度（実数）（R2.3：厚生労働省調べ）

○ 計画相談支援におけるモニタリング頻度 ○ 障害児相談支援におけるモニタリング頻度

10,921 
2,353 

35,560 

7,404 

209,966 

8,416 
16,740 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

毎月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 その他

46,470 
8,335 

232,202 

7,753 

438,975 

66,573 57,128 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

毎月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 その他

43,121 
9,222 

88,714 

7,551 

505,993 

112,946 

58,265 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

毎月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 その他

9,701 2,404 

23,575 
7,063 

194,068 

10,682 15,984 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

毎月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 1年 その他
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基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精
神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。

※ 平成２４年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地域
移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。

また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

基幹相談支援センターの役割のイメージ

主任相談支援専門員、相談支援専門員、
社会福祉士、精神保健福祉士、

保健師等

総合相談・専門相談

地域移行・地域定着権利擁護・虐待防止

地域の相談支援体制の強化の取組

・成年後見制度利用支援事業

・虐待防止
※ 市町村障害者虐待防止センター（通報受理、

相談等）を兼ねることができる。

障害の種別や各種ニーズに対応する

・ 総合的な相談支援（３障害対応）の実施

・ 専門的な相談支援の実施

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

運営委託等

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

児童発達
支援センター

基幹相談支援センター

（相談支援事業者）

協 議 会

・相談支援事業者への専門的指導、助言

・相談支援事業者の人材育成

・相談機関との連携強化の取組

【令和２年４月時点設置市町村数：778】
（一部共同設置）
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基幹相談支援センターの設置状況について
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基幹相談支援センターの設置率（R2.4時点） 【設置率の全国平均45%】
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基幹相談支援センターについて（令和２年４月１日現在）

①156 

17%

②751 

79%

③39 

4%

基幹相談支援センターの設置方法

①直営で設置

②指定相談支援

事業所に委託

➂直営＋指定相

談支援事業所に

委託

設置箇所数：946

①33

4%

②116

15%

③530

67%

④111

14%

委託により設置する場合の委託先の

相談支援に係る指定状況

①一般相談支援事

業所の指定あり

②特定相談支援事

業所の指定あり

③一般+特定相談支

援事業所の指定あ

り

④一般+特定相談支

援事業所の指定な

し

委託により設置している箇所数：790

①605

77%

②185

23%

委託により設置する場合の

障害者相談支援事業の委託状況

①委託あ

り

②委託な

し

委託により設置している箇所数：790

①226

24%

②244

26%

③289

30%

④45

5%

⑤142

15%

基幹相談支援センター窓口の設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サービス事業

所内

④障害者支援施設

⑤その他

設置箇所数：946

①406 

24%

②368 

21%

③4 

0%

④89 

5%

⑤874 

50%

基幹相談支援センターの設置形態等

①市町村単独で設置

②複数市町村共同で設置

③市町村単独＋複数市町村共

同で設置

④令和２年度中に設置予定

⑤令和２年度においては設置

予定はない

市町村数：1,741
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○ （自立支援）協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題
を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を進めていく重要な役割を担っているが、（自立
支援）協議会の法律上の位置付けが不明確。

○ 障害者自立支援法等の一部改正により、平成２４年４月から、自立支援協議会につい
て、設置の促進や運営の活性化を図るため、法定化。
※ 改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見を

聴くよう努めなければならないとされている。

○ 障害者総合支援法の施行（25年４月）により、自立支援協議会の名称について地域の
実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者家族の参画を明確化

（自立支援）協議会の法定化

保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援

相談支援事業者

（自立支援）協議会

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

障害者相談員

民生委員

学校

宅建業者

【（自立支援）協議会を構成する関係者】
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市町村の(自立支援)協議会の役割

○ 自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課
題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。

○ 障害者総合支援法の成立等を踏まえ、
・ 委託障害者相談支援事業や基幹相談支援センターの事業実績に関する検証や評価、
・ 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図るための体制や、
・ 地域移行支援・定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科病院、入所施設、保健
所や地域の障害福祉サービス事業所等による地域移行のネットワークの強化や、障害福祉サービスの
利用の組み合わせによる施設入所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発の役割強化が必要。

○ また、障害者虐待防止法の成立を踏まえ、
・ 地域における障害者虐待防止等のためのネットワークの強化が必要。

○ このため、自立支援協議会はこれらの役割を担う旨通知により明確化。
併せて、市町村は、地域の実情に応じて当該役割を担うための専門部会の設置を検討。

※ 22年改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会

の意見を聴くよう努めなければならないとされている。

こども支援部会 就労支援部会

権利擁護部会
サービス等利用計画等

評価部会
地域移行部会

(自立支援)協議会

等
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Ⅱ 障害児支援について
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○在宅で生活している障害児数（18歳未満）：約2８.２万人(推計値) ※18歳未満人口（約1935万）の1.4％

（内訳）障害者手帳所持者 ２６.１万人
障害者手帳非所持の障害福祉サービス等の利用者 ３.７万人

・身体障害のある児童 ６．８万人

・知的障害のある児童 ２１．４万人

障害児数の推移等

（参考）
施設に入所している障害児数(概数）

・福祉型障害児入所施設：約０．７万人
・医療型障害児入所施設：約０．８万人 出典：社会福祉施設等調査

出典：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」 （平成3年～平成18年）、厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」 （平成2年～平成17年）、厚生労働省「生活のしづらさなどに
関する調査」 （平成28年）

82 82 
93 

73 68 

0

20

40

60

80

100

86 94 
117 

152 

214 

0

50

100

150

200

250

（千人） （千人）身体障害児数の推移 知的障害児数の推移
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42.7

35.5

32.2

50.8

59.2
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6.5

5.2

3.2
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平成18年
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重度 その他 不詳

出典：厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成28年）

（7.3万人）

（9.3万人）

（6.8万人）

（15.2万人）

（11.7万人）

（21.4万人）
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児童デイサービス

重症心身障害児（者）通園事業（補助事業）

障害児通所支援

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援(H30新規)

・保育所等訪問支援

障害児入所支援

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

通
所
サ
ー
ビ
ス

入
所
サ
ー
ビ
ス

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児通園施設（医）

知的障害児施設
第一種自閉症児施設（医）
第二種自閉症児施設

盲児施設
ろうあ児施設

肢体不自由児施設（医）
肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設（医）

＜＜ 障害者自立支援法 ＞＞

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

（医）とあるのは医療の提供を
行っているもの

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

○ 障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた体系（給付）について、通所・入所
の利用形態の別により一元化。

【市町村】 【市町村】

【都道府県】

【都道府県】

障害児支援の体系①～平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化～
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居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設（H30～）

・在宅の障害児の発達支援の機会の確保
・訪問支援から通所支援への社会生活の移行を推進

訪問教育

訪問診療・訪問看護

居宅訪問型保育

居宅訪問型
児童発達支援（新設）

居宅

児童発達支援センター 等○ 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児
童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出す
ることが著しく困難な障害児

対象者

○ 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施

【具体的な支援内容の例】

・手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動

・絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動

支援内容

○ 障害児支援については、一般的には複数の児童が集まる通所による支援が成長にとって望ましいと考えられるため、これまで通

所支援の充実を図ってきたが、現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を受ける機会が提供さ

れていない。

○ このため、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児

に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する（「居宅訪問型児童発達支

援」）。
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保育所等訪問支援の支援対象の拡大（H30～）

児童発達支援
センター等

保育所等訪問支援
保育所・幼稚園

小学校

放課後児童クラブ

訪問先

集団生活への
適応のための
支援 等

訪問対象
の拡大

乳児院 児童養護施設

改正後

○ 乳児院、児童養護施設に入所している障害児を対象者として追加

※現在の対象者は、以下の施設に通う障害児

・保育所、幼稚園、小学校 等

・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めるもの
（例：放課後児童クラブ）

対象者の拡大

○ 児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生活へ
の適応のための専門的な支援等を行う。

①障害児本人に対する支援（集団生活適応のための訓練等）

②訪問先施設のスタッフに対する支援（支援方法等の指導等）

支援内容

○ 乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は３割程度となっており、職員による支援に加えて、発達支援に関する

専門的な支援が求められている。（乳児院：28.2％、児童養護施設：28.5％／平成24年度）

○ このため、保育所等訪問支援の対象を乳児院や児童養護施設に入所している障害児に拡大し、障害児本人に対して他の児童

との集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、当該施設の職員に対して障害児の特性に応じた支援内容や関わり

方についての助言等を行うことができることとする。
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■基本報酬

■ 児童発達支援センター（利用定員に応じた単位を設定） ■ 児童発達支援センター以外（利用定員に応じた単位を設定）
・ 難聴児・重症心身障害児以外 777～1,085単位 ・ 重症心身障害児以外(主に未就学児を受け入れる事業所) 435～830単位
・ 難聴児 974～1,383単位 ・ 重症心身障害児以外(主に未就学児以外を受け入れる事業所) 361～706単位
・ 重症心身障害児 923～1,330単位 ・ 重症心身障害児 836～2,096単位

■主な加算

児童指導員等加配加算（Ⅰ，Ⅱ）
→ 基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を加
配した場合に加算

（施設種別，利用定員，提供児童等に応じた単位を設定）
・ 理学療法士等 25～418単位
・ 児童指導員等 18～309単位
・ その他従業者（資格要件なし） 10～182単位

看護職員加配加算（Ⅰ～Ⅲ）
→ 医療的ケアを要する児童を一定以上受け入れている事業所が、基準人員に加え、看
護職員を加配した場合に加算

（利用定員，加配人数に応じた単位を設定）
・ 難聴児・重症心身障害児以外 24～201単位（ｾﾝﾀｰ），80～600単位（ｾﾝﾀｰ以外）
・ 難聴児 44～300単位（ｾﾝﾀｰ）
・ 重症心身障害児 80～200単位（ｾﾝﾀｰ），133～800単位（ｾﾝﾀｰ以外）

○対象者

■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児

○主な人員配置○サービス内容

■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。

■ 児童発達支援センター
・ 児童指導員及び保育士 4:1以上
・ 児童指導員 1人以上
・ 保育士 1人以上
・ 児童発達支援管理責任者 1人以上

■ 児童発達支援センター以外
・ 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者 10:2以上

※ うち半数以上は児童指導員又は保育士
・ 児童発達支援管理責任者 1人以上

○報酬単価（令和元年10月～）

児童発達支援

（国保連令和 ２年 11月実績）○事業所数 7,954 ○利用者数 128,011（国保連令和 ２年 11月実績）
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児童発達支援の現状

【児童発達支援の現状】
○ 令和元年度の費用額は約1,277億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の4.6％、

障害児支援全体の総費用額の26.6%を占める。
○ 総費用額、利用児童数、請求事業所数のいずれも増加傾向にある。

※出典:国保連データ
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■基本報酬

■ 医療型児童発達支援センター ■ 指定発達支援医療機関
・ 肢体不自由児 388単位 ・ 肢体不自由児 337単位
・ 重症心身障害児 500単位 ・ 重症心身障害児 449単位

■主な加算

保育職員加配加算（50単位）
→ 児童指導員又は保育士を1名加配した場合
に加算。定員21人以上の事業所において2名
以上配置した場合は＋22単位。

・ 延長支援加算障害児（重症心身障害児以
外の場合）（61～123単位）

・ 重症心身障害児の場合（128～256単位）
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時間の
前後の時間において支援を行った場合に加算

保育・教育等移行支援加算（500単位）
→ 障害児が地域において保育・教育を受けら
れるよう支援を行うことにより、通所支援事業所
を退所して保育所等を通うことになった際に加
算（1回を限度）

○対象者

■ 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児

○主な人員配置○サービス内容

■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。

■ 児童指導員 1人以上
■ 保育士 1人以上
■ 看護師 １人以上
■ 理学療法士又は作業療法士 １人以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上

○報酬単価（令和元年10月～）

医療型児童発達支援

（国保連令和 ２年 11月実績）○事業所数 90 ○利用者数 1,824（国保連令和 ２年 11月実績）
60



医療型児童発達支援の現状

【医療型児童発達支援の現状】
○ 令和元年度の費用額は約９億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.03％、

障害児支援全体の総費用額の0.2%を占める。
○ 総費用額、利用児童数、請求事業所数とも増減しつつ、全体的には減少傾向にある。

※出典:国保連データ
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■基本報酬

■ 授業終了後（利用定員及び受入児童の状態等に応じた単位を設定） ■ 休業日（利用定員及び受入児童の状態等に応じた単位を設定）

・ 区分1（主として指標該当児） 326～ 660単位 ・ 区分1（主として指標該当児） 412～ 792単位
・ 区分2（主として指標該当児以外） 299～ 612単位 ・ 区分2（主として指標該当児） 376～ 730単位
・ 重症心身障害児 685～1,754単位 ・ 重症心身障害児 809～2,036単位

■主な加算

児童指導員等加配加算（Ⅰ，Ⅱ）
→ 基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を
加配した場合に加算

（施設報酬区分，利用定員，提供児童等に応じた単位を設定）
・ 理学療法士等 84～418単位
・ 児童指導員等 62～309単位
・ その他従業者（資格要件なし） 36～182単位

看護職員加配加算（Ⅰ～Ⅲ）
→ 医療的ケアを要する児童を一定以上受け入れている事業所が、基準人員に加え、

看護職員を加配した場合に加算

（利用定員，加配人数に応じた単位を設定）
・ 重症心身障害児以外 80～600単位
・ 重症心身障害児 133～800単位

○対象者

■ 学校教育法第1条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

○主な人員配置○サービス内容

■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の
施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の
促進その他必要な支援を行う。

■ 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者 10:2以上
※ うち半数以上は児童指導員又は保育士

■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者

○報酬単価（令和元年10月～）

放課後等デイサービス

（国保連令和 ２年 11月実績）○事業所数 15,554 ○利用者数 249,628（国保連令和 ２年 11月実績）
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放課後等デイサービスの現状

【放課後等デイサービスの現状】
○ 令和元年度の費用額は約3,287億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の12.0％、

障害児支援全体の総費用額の68.4%を占める。
○ 総費用額、利用児童数、請求事業所数とも大幅な増加を続けている（平成24年度から令和

元年度の伸びは、児童発達支援が3.1倍に対して放課後等デイサービスは6.9倍）。

※出典:国保連データ
63

47,642 
70,114 

102,399 

144,586 

194,069 

248,935 

281,062 

328,707 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

費用額の推移（百万円）

53,590 
68,035 

88,360 

112,162 

140,442 

170,844 

201,803 

226,610 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

利用者数の推移（一月平均（人））

2,887 
3,832 

5,239 

6,999 

9,306 

11,288 

12,833 

14,046 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

事業所数の推移（一月平均（か所））



■基本報酬

991単位

■主な加算

訪問支援員特別加算（679単位）
→ 作業療法士や理学療法士、保育士、看護職員等の専門性の高い職
員を配置した場合に加算

初回加算（200単位）
→ 児童発達支援管理責任者が、初回訪問又は初回訪問の同月に保育
所等の訪問先との事前調整やアセスメントに同行した場合に加算

○対象者

■ 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な
支援が必要と認められた障害児

○人員配置○サービス内容

■ 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。

■ 訪問支援員
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者

○報酬単価（令和元年10月～）

保育所等訪問支援

（国保連令和 ２年 11月実績）○事業所数 1,029 ○利用者数 9,817（国保連令和 ２年 11月実績）
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保育所等訪問支援の現状

【保育所等訪問支援の現状】
○ 令和元年度の費用額は約17億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.06％、

障害児支援全体の総費用額の0.4％を占めている。
○ 平成24年度の新制度開始時に新規事業として創設。増加傾向ではあるが、児童発達支援、

放課後等デイサービスと比較すると小規模。

※出典:国保連データ
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■基本報酬

991単位

■主な加算

訪問支援員特別加算（679単位）
→ 作業療法士や理学療法士、保育士、看護職員等の専門性の高い職
員を配置した場合に加算

通所施設移行支援加算（500単位）
→ 利用児童に対し、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所
又は放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整
を行った場合に加算（１回を限度）

○対象者

■ 重症心身障害児等の重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児

○人員配置○サービス内容

■ 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与その他必要な支援を行う。

■ 訪問支援員
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者

○報酬単価（令和元年10月～）

居宅訪問型児童発達支援

（国保連令和 ２年 11月実績）

○事業所数 77 ○利用者数 207（国保連令和 ２年 11月実績）
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居宅訪問型児童発達支援の現状

【居宅訪問型児童発達支援の現状】
○ 令和元年度の新制度開始時に新規事業として創設。
○ 令和元年度の費用額は約0.8億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.01％、

障害児支援全体の総費用額の0.1％に満たない。

※出典:国保連データ
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医療的ケア児について

児童福祉法の改正

第五十六条の六第二項

「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある

障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保

健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措

置を講ずるように努めなければならない。」

＊ 画像転用禁止

（平成28年5月25日成立・同年6月3日公布）

（厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・
保健・教育等の連携に関する研究（田村班）」の協力のもと障害児・発達障害者支援室で作成）

⃝ 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や

経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。

⃝ 全国の医療的ケア児（在宅）は約2.0万人〈推計〉

○ 歩ける医療的ケア児から寝た
きりの重症心身障害児※1まで
いる。

○ 生きていくために日常的な医
療的ケアと医療機器が必要
例）気管切開部の管理、人工
呼吸器の管理、吸引、在宅酸
素療法、胃瘻・腸瘻・胃管から
の経管栄養、中心静脈栄養
等

※1：重症心身障害児とは重度の知的障害と
重度の肢体不自由が重複している子ども
のこと。全国で約43,000人（者も含まれて
いる）。［岡田.2012推計値］
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医療的ケアを要する障害児に対する支援
○ 医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管

栄養などの医療的ケアが必要な障害児（医療的ケア児）が増加している。

○ このため、医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健、医療、福祉その
他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備について必要な措置を講ずるよう努めることとする。
※ 施策例： 都道府県や市町村による関係機関の連携の場の設置、技術・知識の共有等を通じた医療・福祉等の連携体制の構築
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相談支援事業所
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事業所 ・特別支援学校

・訪問教育

教
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保
健

地域中核病院
地域小児科センター

小児科診療所
在宅療養支援診療所

訪問看護
ステーション

◆ 在宅人工呼吸指導管理料算定件数
（0～19歳）の推移

（件）
相談先 人 ％

医療機関の職員（医師、看護師、MSW等） 692 77.4

訪問看護事業所等の職員（看護師等） 405 45.3

福祉サービス事業所等の職員 292 32.7

行政機関の職員（保健師等） 216 24.2

学校・保育所等の職員 317 35.5

知人・友人 412 46.1

患者団体・支援団体 46 5.1

その他 32 3.6

相談先がない・分からない 31 3.5

平成27年度厚生労働省社会・援護局委託事業「在宅医療
ケアが必要な子どもに関する調査」速報値

◆ 育児や療育、在宅での生活等の全般に
関する相談先

(N=797（複数回答）
出典：社会医療診療行為別調査

◆ 特別支援学校及び小中学校における
医療的ケアが必要な幼児児童生徒数

出典：文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関する
調査結果」（※小中学校は平成２４年度から調査）
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医療的ケア児等総合支援事業（地域生活支援促進事業）

【事業内容】
医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届ける医療的ケア児コーディネーターの配置や地方自治体における協議の場の設置など地方自

治体の支援体制の充実を図るとともに、医療的ケア児とその家族の日中の居場所作りや活動の支援を総合的に実施する。
医療的ケア児等コーディネーターの配置については、都道府県で28％、市町村で21％であり、第2期障害児福祉計画（令和３～5年度）
においては、すべての市町村もしくは圏域での設置をめざし、相談体制の充実を図る。
【実施主体】都道府県・市町村

地方自治体における
医療的ケア児等の協議の場の設置

医療的ケア児等の相談体制の整備

医療的ケア児等コーディネーター
医療的ケア児等支援者（喀痰吸引
含む）の養成研修

障害児通所支援施設 保育園・幼稚園

併行通園の促進

• 事業所からの付き添いなどのバックアップ
• 適切な情報交換

医療的ケアのある子どもとその家族

• 医療的ケア児等コーディネーターの配置
• コーディネーター間や相談支援専門員との情
報交換や症例検討の場の設置

• 移行期（NICUから在宅生活への移行、学校
生活への移行、成人期への移行等）における
重点的な相談体制の整備 等

医療的ケア児等とその家族への支援

きょうだい児への支援家族のレスパイト

その他、障害福祉サービス等
と重複しない支援

 地方自治体において、医療的ケア児等とその家族への支援体制の強化
 障害福祉サービスでは実施が難しいニーズに対する支援
 地域に障害福祉サービス等の実施事業所がなくても地方自治体による

支援の実現が可能

医療的ケア児等に対応する看護職員
確保のための体制構築

• 看護職員に対する医療的ケアに関する研修
• 就業先とのマッチング 等

障害児通所支援施設
看護職員への研修

令和３年度拡充

• 保健、医療、福祉、教育、子育て等の各分野の関
係機関及び当事者団体等から構成される協議の
場の設置

• 現状分析のための、医療的ケア児数の把握・ニーズ
調査の実施

• 医療的ケア児のご家庭向けの情報提供（HP,ガイ
ドブックの作成） 等

令和３年度予算案（令和２年度予算額）：2.2億円（1.4億円）
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医療的ケア児者に対する支援の充実（全体像）

サービス名 項目 改定概要

障害児 児童発達支援
放課後等デイサービス

基本報酬の新設
（一般事業所）

いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコアを用い、医療的
ケア児を直接評価する基本報酬を新設。医療濃度に応じ、「３：１（新スコ
ア15点以下の児）」「２：１（新スコア16～31点の児）」又は「１：１
（新スコア32点以上の児）」の看護職員配置を想定し、当該配置を行った場
合に必要な額を手当て。

看護職員加配加算の要件
緩和（重心事業所）

看護職員加配加算の要件を、「8点以上の医療的ケア児5人以上」から、8点
以上の児に限らずに「その事業所の医療的ケア児の合計点数40点以上」に見
直し。

看護職員の基準人員への
算入

看護職員(※)について、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置
基準上必要となる従業者の員数に含めることを可能とする。
（※医療的ケア児の基本報酬又は看護職員加配加算の対象としている場合を除く）

福祉型障害児入所施設 看護職員配置加算の要件
緩和

（障害児通所支援と同様に）看護職員加配加算の要件を「8点以上の医療的
ケア児5人以上」から、8点以上の児に限らずに「その事業所の医療的ケア児
の合計点数40点以上」に見直し。

障害者 生活介護 常勤看護職員等加配加算
（Ⅲ）

常勤換算で看護職員を３人以上配置し、新判定スコアの各項目に規定する状
態のいずれかに該当する利用者を２名以上受け入れている事業所を評価する
区分を創設。

共通 サービス共通（短期入所・

重度障害者包括支援・自立訓
練(生活訓練)・就労移行支援、
就労継続支援、共同生活援助、
児童発達支援、放課後等デイ
サービス）

医療連携体制加算 ・従来、看護の濃度に関わらず一律単価であった加算額について、医療的ケ
アの単価を充実させ、非医療的ケア（健康観察等）の単価を適正化。また
複数の利用者を対象とする健康観察等は短時間の区分を創設することによ
り適正化。
・通常は看護師配置がない福祉型短期入所でも、高度な医療的ケアを必要と
する者の受入れが可能となるよう、新単価(8時間以上2000単位)を創設。

 看護職員の配置に関する改定項目

サービス名 項目 改定概要

障害児者 医療型短期入所 対象者要件 新たに、医療的ケア(新スコア16点以上)を必要とする障害児や、高度な医療的ケアが必要で
強度行動障害により常時介護を必要とする障害者等を対象とする。

特別重度支援加算 いわゆる「動ける医ケア児」に対応できるよう「運動機能が座位まで」の要件を削除した上
で、医療度の高い者の評価を引き上げる。

障害者 共同生活援助 医療的ケア対応支援加算 医療的ケアが必要な者に対する支援を評価する加算を創設する。

 看護職員の配置以外の改定項目（再掲：詳細は各サービスの改定資料を参照）

一部
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項目 細項目
基本
スコア

見守りスコア
高 中 低

1
人工呼吸器（NPPV、ネイザルハイフロー、
パーカッションベンチレーター、排痰補助装置、
高頻度胸壁振動装置を含む）

10 2 1 0

2気管切開 8 2 0

3鼻咽頭エアウェイ 5 1 0

4酸素療法 8 1 0

5吸引 口鼻腔・気管内吸引 8 1 0

6利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入 3 0

7経管栄養 経鼻胃管、胃瘻 8 2 0

経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻 8 2 0

持続経管注入ポンプ使用 3 1 0

8中心静脈カテーテル
中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬な
ど

8 2 0

9その他の注射管理 皮下注射（インスリン、麻薬など） 5 1 0

持続皮下注射ポンプ使用 3 1 0

10血糖測定 利用時間中の観血的血糖測定器 3 0

埋め込み式血糖測定器による血糖測定 3 1 0

11
継続する透析（血液透析、腹膜透析を含
む）

8 2 0

12排尿管理 利用時間中の間欠的導尿 5 0

持続的導尿（尿道留置カテーテル、膀胱瘻、
腎瘻、尿路ストーマ）

3 1 0

13排便管理 消化管ストーマ 5 1 0

利用時間中の摘便、洗腸 5 0

利用時間中の浣腸 3 0

14痙攣時の管理
座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激
装置の作動など

3 2 0

○ 従来は、障害児通所サービス（児童発達支援・放課後等デイサービス）の基本報酬において、医療的ケア児を直接評価しておらず、一般児と同じ報酬単価であったた
め、受入れの裾野が十分に広がってこなかった。

○ 今回改定においては、いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコア（右下欄★）を用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設。
基本報酬においては、医療濃度に応じ、「３：１（新スコア15点以下の児）」「２：１（新スコア16～31点の児）」又は「１：１（新スコア32点以上の児）」の
看護職員配置を想定し、当該配置を行った場合は必要な額を手当て。

○ また、１事業所当たりごく少人数の医ケア児の場合（基本報酬では採算が取りづらい）であっても幅広い事業所で受入れが進むよう「医療連携体制加算」の単価
を大幅に拡充。（※従来の看護職員加配加算を改組）

※ さらに、従来、NICU等から退院直後の乳児期は、自治体において障害児としての判定が難しいために障害福祉サービスの支給決定が得られにくいという課題があること
から、新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することにより、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう運用改善を行う。

医療的ケア児の基本報酬の創設（障害児通所支援）

 基本的な考え方

重心事業所（主として重症心身障害児を通わせる事業所）について
は、従来どおり基本報酬（5人定員の場合、現行2,098単位）に、看
護職員加配加算を加える構造を維持するが、実情に合わせ、看護職員
加配加算の要件を緩和（従来：「8点以上の医ケア児が5人以上」⇒
改定後：「その事業所の医ケア児の合計点数40点以上」）。

★医療的ケアの新判定スコア

一般事業所 重心事業所（5人定員）

【従来】

【改定後】

＜例：児童発達支援事業所（10人定員）の場合の単価例＞

月単位（平均）で「3：1（新スコア15

点以下の児）」「2：1（新スコア16～
31点の児）」又は「1：1（新スコア32
点以上の児）」の看護職員を配置する

医療的ケアのスコア
を見直すとともに、新
たに「見守りスコア」
を設定

830
単位

一般児
（動く医ケア児）

15点以下医ケア児が少人数
（例えば2名以下）

の場合

16点以上 重心児 重心＋医ケア児

看護職員
加配加算
400～

133単位

2,098
～

837単
位

2,098
～

837単
位

885
単位

885
単位

基
準
人
員

基
準
人
員

例えば医ケア児3名以上

885
単位

885
単位

32点以上

2,885
単位

1,885
単位

1,552
単位

医療連携
体制加算
1,600
~
400
単位

看
護
職
員
配
置

基
準
人
員

経営状況を
踏まえた
基本報酬
の引き上げ

400単位×5人
＝2,000単位
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障害児のサービス提供体制の計画的な構築

【基本指針】 児童福祉法第３３条の１９
○ 厚生労働大臣は、障害児通所・入所支援、障害児相談支援の提供体制の整備や円滑な実施を確保するための基本的な

指針を定める。

【障害児福祉計画】 児童福祉法第３３条の２０及び第３３条の２２
○ 市町村・都道府県は、基本指針に即して、障害児福祉計画を策定する。

（市町村障害児福祉計画）
・障害児通所支援や障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・各年度の自治体が指定する障害児通所支援や障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

（都道府県障害児福祉計画）
・障害児通所・入所支援、障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・都道府県が定める区域ごとに、当該区域における各年度の自治体が指定する障害児通所支援や障害児相談支援の種類
ごとの必要な量の見込み

・各年度の障害児入所施設の必要入所定員総数

※上記の基本指針、市町村障害児福祉計画、都道府県障害児福祉計画は、障害者総合支援法に基づく基本指針、市町村障害福祉計画、都道

府県障害福祉計画と一体のものとして策定することができる。

○ 放課後等デイサービス等の障害児通所支援や障害児入所支援については、都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生
ずるおそれがあると認めるとき（計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等）、都道府県は事業所等の指定をしな
いことができる。

具体的内容

○ 児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援などについて、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町

村において障害児福祉計画を策定する等の見直しを行う。

※ 現在、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町村が障害福
祉計画を策定し、サービスの種類ごとの必要な量の見込みや提供体制の確保に係る目標等を策定。

73



【「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」について】

○ 平成22年の児童福祉法の改正（平成24年施行）において、18歳以上の障害者については、就労支援施策や自立訓練を通じ

、地域移行を促進するなど、大人としてふさわしい、より適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとされた。こ

れについては、障害福祉サービスでの支援の提供の場が不足している状況等を考慮し、現在、令和３年３月３１日までの間、

障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設の指定基準を満たすものとみなす取扱いをしている。

○ 引き続き令和３年３月３１日までの間、都道府県及び市町村において、地域又は成人施設への移行の最大限の努力を継続

することとなるが、同日までにそれでもなお、移行が困難な者が想定される。（令和２年７月時点の未移行者４４６人）

○ 一方、こうした移行が困難な者の受け入れ先調整や今後とも毎年18歳以上に達する障害者の移行を図っていく必要がある

ことから、現入所施設だけでなく、都道府県や市町村、移行先となりうる成人施設等の関係者団体等との連携による、移行調

整の枠組みが必要。

○ 移行が困難な者は、強度行動障害など受け皿が十分でない専門的ケアを必要とする者も多いこと、当該者の希望・状況に

よっては現入所施設に隣接した地域での受け入れが望ましいこと等から新たにグループホーム等の移行先を整備する必要

があるケースもあると考えられる。こうした点も含め、移行先の調整・受け皿整備の有効な方策を丁寧に整理し、円滑な移行

を進めていくことが必要。

〇 こうした状況を踏まえ、新たな移行調整の枠組み等を議論する「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」

を厚生労働省で開催し、令和３年夏までを目途に結論を得ることとしている。

障害児入所施設における１８歳以上入所者（いわゆる「過齢児」）の移行について
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【経過的施設入所支援サービス費等について】

〇 また、現入所者が移行先が決まらないまま退所を迫られることのないようにするため、現在、障害児入所施設に入所中の者

に対しては、一定期間（※）、特例的に「経過的施設入所支援サービス費」及び「経過的生活介護サービス費」を支給する方向

で、所要の法令改正（報酬告示等）を検討。

（※）新たな移行調整の枠組み等の議論に要する期間を考慮し、令和２年度末段階で、いったん令和３年度末までを支給期

間として法令改正を行う。その後、新たな移行調整の枠組みの結論を得る中で、最終的な支給期限を検討するが、施設整

備等の準備に要する期間を考慮し、すべての対象者が円滑に移行可能となるよう必要な期間を設ける。

【令和３年度障害福祉サービス等報酬改定について】

○ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定においては、以下の見直しを行うこととしている。

・ 強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成

研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームについては報酬上の評価を行う。

・ 施設入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任で配置し

た場合、報酬上の評価を行う。

・ 退所後を見据えた早い段階からの支援を促進するため、自活訓練加算の算定要件の見直しを行う。

【障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議の開催予定】

・第１回（令和３年１月） 障害児入所施設の移行の現状等、実務者会議の進め方等、障害児入所施設移行状況に
関する調査票

・第２～５回（令和３年４～６月） 既に18歳以上の者（いわゆる過齢児）についての移行調整の在り方、これから18歳を迎える
児への移行調整の在り方（福祉型・医療型）、移行に関する施設整備の在り方、移行準備を
始める年齢・移行準備のために必要な制度・移行を完了する年齢の在り方 等

・第６回（令和３年６月） 議論のとりまとめ（予定）
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令和２年12月18日

「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」開催要綱

１．趣旨
平成22年の児童福祉法の改正（平成24年施行）において、18歳以上の障害者

については、大人としてふさわしい、より適切な支援を行っていくため、障害者施
策で対応することとされた。この際、現に障害児施設に入所している18歳以上の
者が退所させられることがないようみなし規定を設け、経過的に入所を継続でき
ることとした。現在も福祉型障害児入所施設については経過的な取扱いが続い
ている。

その後、令和２年２月に取りまとめられた「障害児入所施設の在り方に関する
検討会」報告書では、「みなし規定の期限（令和３年３月31 日まで）を、これ以上
延長することなく成人期にふさわしい暮らしの保障と適切な支援を行っていくべ
き」と提言された。

これらを踏まえ、移行が困難な者の受け入れ先調整や、今後とも毎年18歳以
上に達する障害者の移行調整の枠組み、受け皿整備の有効な方策等を整理し、
円滑な移行を進めていくことができるよう検討を行うため、「障害児の新たな移行
調整の枠組みに向けた実務者会議」を開催する。

２．検討事項
（１）都道府県等での新たな移行調整の枠組みについて
（２）移行先の調整・受け皿整備の有効な方策について
（３）その他

３．構成等
（１）本実務者会議は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が学識経験者、

地方自治体、障害児入所施設、成人施設等の関係者の参集を求めて開催する。
（２）構成員は、別紙のとおりとする。
（３）本実務者会議の座長は構成員の互選により選出し、座長代理は座長の指名

により選出する。
（４）座長は、必要に応じ意見聴取等のため、構成員以外の者を参加させることが

できる。
（５）本実務者会議は、未移行者が多い個別障害児入所施設の実情や、個々の利

用児童の状況等に言及する必要があり、個人情報の保護等に支障を及ぼすお
それ等があることから、各回の終了後に、個人情報の保護等に支障のない資料
及び議事要旨を公表することとする。

（６）本実務者会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課障害児・発達障害者支援室が行う。

（７）その他、本実務者会議の運営に関し、必要な事項は座長が定める。

（別紙）

障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議 構成員名簿
（敬称略、五十音順、令和３年１月６日現在）

◎：座長、○座長代理

榎本 博文 公益財団法人日本知的障害者福祉協会理事・
障害者支援施設部会 部会長

遠藤 篤也 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 課長
遠藤 智子 福島県保健福祉部障がい福祉課 課長
加藤 恵 半田市障がい者相談支援センター センター長
菅野 寿井 福島県こども未来局児童家庭課 課長
北川 聡子 公益財団法人日本知的障害者福祉協会 副会長・

児童発達支援部会 部会長
小﨑 慶介 全国肢体不自由児施設運営協議会 会長
児玉 和夫 公益社団法人日本重症心身障害福祉協会 理事長
鈴木 香奈子 東京都立川児童相談所 所長
高橋 朋生 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 課長

◎ 田村 和宏 立命館大学産業社会学部 教授
丹羽 彩文 社会福祉法人昴経営企画室 室長
箱嶋 雄一 大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課 課長
藤井 宏孝 徳島県保健福祉部障がい福祉課 課長
又村 あおい 一般社団法人全日本手をつなぐ育成会連合会

常務理事兼事務局長
黛 昭則 埼玉県福祉部障害者支援課 課長
山川 雅洋 大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課 課長

○ 米山 明 社会福祉法人全国心身障害児福祉財団 理事

（合計 18名）
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Ⅲ 障害者の就労支援について

77



就労移行支援事業
(規則第6条の9)

就労継続支援Ａ型事業
（規則第6条の10第1項）

就労継続支援Ｂ型事業
（規則第6条の10第2項）

就労定着支援事業
(規則第6条の10)

事

業

概

要

通常の事業所に雇用されることが可能

と見込まれる者に対して、①生産活動、

職場体験等の活動の機会の提供その

他の就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練、②求職活動に

関する支援、③その適性に応じた職場

の開拓、④就職後における職場への定

着のために必要な相談等の支援を行う。

（標準利用期間：２年）

※ 必要性が認められた場合に限り、最大１年間

の更新可能

通常の事業所に雇用されることが困難

であり、雇用契約に基づく就労が可能

である者に対して、雇用契約の締結等

による就労の機会の提供及び生産活

動の機会の提供その他の就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な

訓練等の支援を行う。

（利用期間：制限なし）

通常の事業所に雇用されることが困難

であり、雇用契約に基づく就労が困難

である者に対して、就労の機会の提供

及び生産活動の機会の提供その他の

就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練その他の必要な支

援を行う。

（利用期間：制限なし）

就労移行支援、就労継続支援、生活介

護、自立訓練の利用を経て、通常の事

業所に新たに雇用され、就労移行支援

等の職場定着の義務・努力義務である

６月を経過した者に対して、就労の継

続を図るために、障害者を雇用した事

業所、障害福祉サービス事業者、医療

機関等との連絡調整、障害者が雇用さ

れることに伴い生じる日常生活又は社

会生活を営む上での各般の問題に関

する相談、指導及び助言その他の必要

な支援を行う。

（利用期間：３年）

対

象

者

① 企業等への就労を希望する者

※平成30年4月から、65歳以上の者も

要件を満たせば利用可能。

① 移行支援事業を利用したが、企業

等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動

を行ったが、企業等の雇用に結びつ

かなかった者

③ 就労経験のある者で、現に雇用関

係の状態にない者

※平成30年4月から、65歳以上の者も

要件を満たせば利用可能。

① 就労経験がある者であって、年齢や体

力の面で一般企業に雇用されることが困

難となった者

② 50歳に達している者又は障害基礎

年金1級受給者

③ ①及び②に該当しない者で、就労

移行支援事業者等によるアセスメント

により、就労面に係る課題等の把握

が行われている者

① 就労移行支援、就労継続支援、生

活介護、自立訓練の利用を経て一般

就労へ移行した障害者で、就労に伴

う環境変化により生活面・就業面の

課題が生じている者であって、一般

就労後６月を経過した者

報酬

単価

５０２～１，０９４単位／日
＜定員20人以下の場合＞

※定員規模に応じた設定

※就職後６月以上の定着率が高いほど高い

報酬

３２４～６１８単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均労働時間が長いほど高い報酬

５６５～６４９単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均工賃月額が高いほど高い報酬

１，０４５～３，２１５単位／月
＜利用者数20人以下の場合＞

※利用者数に応じた設定

※就労定着率（過去３年間の就労定着支援

の総利用者数のうち前年度末時点の就労

定着者数）が高いほど高い報酬

事業

所数

3,013事業所

（国保連データ令和２年11月）

3,888事業所

（国保連データ令和２年11月）

13,730事業所

（国保連データ令和２年11月）

1,339事業所

（国保連データ令和２年11月）

利用

者数

35,217人

（国保連データ令和２年11月）

75,088人

（国保連データ令和２年11月）

282,430人

（国保連データ令和２年11月）

12,624人

（国保連データ令和２年11月）

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
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① 特別支援学校から一般企業への就職が約 ３２．０％ 就労系障害福祉サービスの利用が約 ３１．４％

② 就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は、年々増加し、 令和元年度は約２．２万人が一般

就労への移行を実現

一般就労への

移行の現状

就職

企 業 等

就 職

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ

障害者総数約９６４万人中、１８歳～６４歳の在宅者数約３７７万人
（内訳：身体１０１．３万人、知的 ５８．０万人、精神２１７．２万人）

就労系障害福祉サービス
から一般就労への移行

1,288人/ H15 1.0
2,460人/ H18 1.9 倍
3,293人/ H21 2.6 倍
4,403人/ H22 3.4 倍
5,675人/ H23 4.4 倍
7,717人/ H24 6.0 倍
10,001人/ H25 7.8 倍
10,920人/ H26 8.5 倍
11,928人/ H27 9.3 倍
13,517人/ H28 10.5倍
14,845人/ H29 11.5倍
19,963人/ H30 15.5倍
21,919人/ R1 17.0倍

障害福祉サービス
大
学
・専
修
学
校
へ
の
進
学
等

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ、学校基本調査、障害者雇用状況調査、患者調査、生活のしづらさなどに関する調査 等

・就労移行支援 約 ３．４万人

・就労継続支援Ａ型 約 ７．２万人

・就労継続支援Ｂ型 約２６．９万人

（令和２年３月）

雇用者数

約５７．８万人

（令和２年６月１日）

＊45.5人以上企業

13,269人/年
（うち就労系障害福祉サービス 7,075人）

7,204人/年714人/年 特別支援学校
卒業生22,515人（令和２年３月卒）

（令和元年度）

ハローワークから
の紹介就職件数

１０３，１６３件
※A型：19,388件
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1,111 1,801 
2,544 3,310 

4,570 
5,881 6,441 6,966 

8,095 8,906 

12,244 
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96 142 
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1,473 
1,742 
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2,700 
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4,002 
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1,606 

2,307 
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2,706 
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4,446 

1,276 
681 

528 

296 
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就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型 旧授産施設・福祉工場

＜一般就労への移行者数の推移） ＞

【出典】社会福祉施設等調査（各年の移行者数は、当該年の１０月１日時点における前年１年間の実績）

一般就労への移行者数・移行率の推移（事業種別）

○ 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加しており、令和元年では初めて２万人を超
える数の障害者が一般企業へ就職を実現した。

○ また、サービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合（移行率）を見ると、就労移行支援の移行率
は５割を超え、徐々に上昇しているものの、就労継続支援Ａ型やＢ型では横ばいや低下傾向にある。
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Ａ型平均賃金月額※１

Ｂ型平均工賃月額※２

就労継続支援事業所における平均賃金・工賃月額の推移

※１ 平成２３年度までは、就労継続支援A型事業所、福祉工場における平均賃金
※２ 平成２３年度までは、就労継続支援Ｂ型事業所、授産施設、小規模通所授産施設における平均工賃
【出典】工賃・賃金実績報告（厚生労働省障害福祉課調べ）

令和２年11月６日現在

平
均
賃
金
・
工
賃
月
額
（
円
）

○ 就労継続支援Ａ型事業所の平均賃金月額は、平成26年度までは減少傾向であったが、近年は増加傾向。
○ 就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃月額は、平成20年度以降、毎年増加（H18→Ｒ１ 33.9％増）。
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就労継続支援Ａ型における生産活動の経営改善状況（令和２年3月末時点）

【生産活動の経営改善状況（令和２年３月31日時点）】

（参考：平成31年３月31日時点）

（令和２年11月６日現在）

○ 生産活動の経営状況を把握した3,223事業所のうち、指定基準第192条第2項(※１)の要件を満たせていない

事業所は1,907事業所（59.2％：1,907／3,223）

○ このうち、昨年度も同様に指定基準を満たせていなかった事業所は1､534事業所（80.4％：1,534／1,907）

（※1） 就労継続支援A型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成18年厚生労働省令第171号）第192条第2項において、「生産活動に係る
事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなけれ
ばならない」こととされている。指定権者である自治体は、事業所の状況把握を行い、事業所が上記規定を満たせていない場合、経営改
善計画書を提出させることとしている。

（※2）

（※2）指定基準を満たせていない事業所（1,907）のうち、経営改善計画書を提出している事業所は1,701事業所（提出率89.2％）

1,534 80.4%

平成31.3.31日時点も

満たせていない

指定事業所数
経営状況を

把握した事業所

3,902 3,223 1,907 　59.2%

指定基準を満たせていない

3,877 3,162 2,093 66.2%

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）
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障害者優先調達推進法に基づく国等の取組

調達方針に基づく
調達の実施

調達実績の公表

１ ２

○ 国等は、障害者優先調達推進法（注）に基づき、毎年度、次の取組により、障害者就労支援
施設等からの物品等の調達を推進。

① 調達目標を含む毎年度の調達方針を策定し、公表
② 調達方針に基づき、物品等の調達を行い、年度終了後、調達実績を公表

注：平成25年４月１日施行（平成24年６月20日成立（議員立法））

調達 物品の納品
役務の提供

障害者就労施設等

※ 国のほか、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人においても同様の取組を実施

・ 就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）

・ 就労移行支援事業所

・ 特例子会社

主な障害者就労施設等 主な調達内容

【物品】

【役務】

企業での就労が困難な障害者に、働く場の提供等を
行う障害福祉サービス事業所

企業への就労を希望する障害者に、必要な訓練等を
行う障害福祉サービス事業所

障害者雇用に特別の配慮をし、一定基準を満たす
ものとして厚生労働大臣に認定された会社

・ 事務用品、書籍 （筆記具、用紙、書籍等）
・ 食料品、飲料
・ 小物雑貨 （記念品、清掃用具、防災用品等）

・ 印刷 （ポスター、チラシ、封筒等の印刷）
・ 清掃、施設管理
・ 情報処理、テープ
・ 飲食店等の運営 （売店、食堂等）

調達方針の策定・
公表
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（令和２年10月29日現在）

障害者優先調達推進法に基づく国の機関等の取組状況

※ 平成30年度と令和元年度の増減 （厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）

○ 平成25年４月の法施行後、調達合計金額は６年連続で増加。

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 増減※

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

国 2,628 5.6 4,491 6.38 4,878 6.44 5,769 8.17 5,876 8.56 6,069 8.85 6,296 9.75 227 0.90 

独立行政
法人等

3,062 6.9 4,474 8.24 5,052 9.96 5,819 10.4 6,847 13.15 6,866 13.56 7,483 15.66 622 2.09 

都道府県 14,596 21.4 18,368 25.91 21,537 26.71 23,640 25.16 24,814 27.51 26,320 24.77 28,820 29.4 2,500 4.63 

市町村 43,481 86.6 57,974 106.05 68,613 110.57 79,861 123.85 95,286 124.85 91,447 128.04 95,118 135.6 3,671 7.55 

地方独立
行政法人

1,150 2.5 3,751 4.67 2,783 3.55 2,001 3.57 2,213 3.9 9,649 2.96 2,441 2.94 ▲7,208 ▲0.03

合計 64,917 123 89,058 151.25 102,863 157.23 117,090 171.15 135,036 177.93 140,351 178.19 140,158 193.34 ▲188 15.15 

（単位：件、億円）



障害者優先調達情報交換会の開催（令和元年10月28日）

第1部 障害者優先調達推進法の趣旨等の説明（厚生労働省）

第２部 各府省庁会計担当者と障害者就労施設等担当者
の優先調達に向けた情報交換

○ 「公務部門における障害者雇用に関する基本方針（平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定）」
も踏まえ、初めての取組として、各府省庁と障害者就労施設等との「橋渡し」を目的に、府省庁の調達担当者
と障害者就労施設等の担当者を集めた情報交換会を開催

（各府省庁）
２３府省庁７２名

（各障害者就労施設等）
８４名 合計１５６名 参加

・ 情報交換会を契機に優先調達への機運が高まり、ゴム印類の発注について新たな優先調達先との取引を開始することができた。
・ 情報交換会をきっかけに１事業所３件の契約に至った。内容としては、印刷。
・ 情報交換会に参加し、情報交換した2事業所と４件の契約に至った。内容としては、印刷や草刈り等。
・ 印刷の案件でマッチング会で名刺交換した共同受注窓口をとおして見積り合わせしている案件がある。

府省庁 障害者就労施設等

優先調達実績品目等の情報提供

事業内容、生産品目等の紹介

情報交換
障害福祉サービス事業所
共同受注窓口
特例子会社 等

情報交換の様子（於：厚生労働省講堂）

【参加者の声】
・ 共同受注窓口に相談すれば、これまで発注できないと

思っていた業務も発注できる見込みがあるとわかり、参
考になりました 【府省庁】

・ 実際に障害者事業所の方と話すことができ、幅広く対
応できる業務が分かり次回見積もりを依頼しようと思っ
た 【府省庁】

・ 印刷関係の受注が多いということを知り、参考になっ
た 【障害者就労施設等】

・ 地域別に開催してもらえると大変嬉しく思います。次回
もこの様な機会を設けていただけるとありがたいです
【障害者就労施設等】

情報交換会後の各省庁の取組みの声
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○ 雇用・福祉施策の両者の一体的展開を推進し、効果的で、切れ目ない専門的支援体制を構築。

○ 両者が一丸となった就労支援に係る専門人材の育成・確保を推進するとともに、障害者本人や企業等からの新たな支援ニーズに対応。

○ 雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題についても、その在り方を再確認・再整理し、解消を目指して検討。

2040年を展望した社会保障・働き方改革本部 障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム

「障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性」（中間取りまとめ）概要①

第１ 基本的な現状認識と今後の検討の方向性

○ 平成18年に、「就労支援」を柱のひとつとした障害者自立支援法（現・障害者総合支援法） が施行されて以降、以下の体系で就労支援を展開。
・ 雇用施策：雇用率制度と納付金制度を基軸に、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターが支援を提供
・ 福祉施策：就労系障害福祉サービスとして、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労定着支援（平成30年４月から新設）を提供

○ 両者ともに時勢に応じた制度改正を経て、近年、障害者雇用は着実に進展し、同様に「福祉から雇用」への流れも進展。

１ 障害者就労支援施策の沿革

○ 双方に進展している障害者の就労支援であるが、その一方で、昨今、雇用・福祉施策の双方で整理・解決していくべき課題等も顕在化。

【雇用施策と福祉施策の制度が縦割りになっていること等による課題】
・ 就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法等が確立されていないため、支援の利用に当たっての判断が現場に任せられている実態。
・ 医療面や生活面の支援が必要な重度障害者等についても就労支援ニーズが増大する中で、障害者就労を支える人材その他資源が質・量ともに限定的。
・ 「制度の谷間」が生じ、十分な対応が出来ていない部分がある一方で、支援施策間の役割関係の不明確さや支援内容の重複感の指摘もある。

【就労支援ニーズの増大に対応する必要が生じてきた課題】
・ 障害者について、これまで就職や職場定着に重点が置かれてきたところ、中長期的なキャリア形成のニーズが増大。
・ 在宅就労・テレワーク・短時間勤務や雇用以外の働き方等の多様な働き方のニーズが増大。
・ 技術革新の進展や新型コロナの影響によりオンラインの就労支援やテレワーク等のニーズが増大。ウィズ・ポストコロナ時代には就労の可能性も拡大。

【現行制度が抱えている課題】
＜雇用施策に内在している課題＞
・ 障害者雇用の進展による納付金財政の逼迫、大企業や就労継続支援A型事業所等への障害者雇用調整金の上限のない支給等の課題の指摘。
・ 雇用率制度における対象障害者の範囲や在宅就業障害者支援制度等について、福祉施策との連携を進めながら検討する必要。

＜福祉施策に内在している課題＞
・ 就労移行支援について、一般就労への移行実績が未だ低調な事業所が一定数存在。
・ 就労継続支援Ａ型について、最低賃金を支払えるだけの収益をあげられる生産活動が行われておらず、経営改善が必要な事業所が全体の約７割。
・ 就労継続支援Ｂ型について、利用者の障害特性や利用ニーズが多様化している実態があり、工賃向上の取組に馴染まない利用者も増えているとの指摘。

２ 基本的な現状認識

３ 今後の検討の方向性

86



「障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性」（中間取りまとめ）概要②

第２ 障害者の就労支援に関する当面の方向性

（１）共通のプラットフォームとして利活用できる評価の仕組みの創設等
○ 就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に向けた支援計画（就労支援プラン）の共有化を検討。

（２）就労支援人材の育成・確保
○ 専門的な支援人材について、雇用・福祉施策を跨がる統一的なカリキュラムの作成や共通の人材育成の仕組みを構築する等を検討。
○ 各就労支援機関の役割の明確化等を図りながら、障害者就労に携わる専門的な支援人材の役割等を整理。

（３）通勤や職場等における支援の充実等
○ 令和２年10月から実施する雇用施策と福祉施策の連携による新たな取組の実施状況等を踏まえながら検討。
○ 就労定着支援事業や障害者就業・生活支援センター、職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援について、それぞれの役割分担を明確化。

１ 効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築

（１）就労支援人材の育成・確保 ※１（２）と同じ

（２）多様な就労支援ニーズへの対応
○ 障害者雇用において業務創出・改善やテレワークの促進を図るとともに、就労支援の現場においてもテレワーク等による在宅就労も想定した支援策を検討。
○ 多様なニーズに即した在職者の訓練やオンラインによる訓練を含め、人材開発施策とも連携しながら、今後の対応策を検討。
○ 短時間雇用や雇用関係以外の働き方など、多様な働き方への対応も検討。

２．技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応

（１）障害者雇用促進制度の在り方等の見直し
○ 障害者雇用率・納付金制度における就労継続支援Ａ型事業所の取扱いを検討。
○ 障害者雇用率制度の対象障害者の範囲について、精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等、障害者手帳を
所持していない者に関する取扱いの検討を進めるとともに、１（１）の検討内容を踏まえ、その利活用も視野に、引き続き検討。
○ 職業リハビリテーション機関（ハローワークや地域障害者職業センター等）について、福祉施策との連携を更に進めていく中で、その役割や在り方を再確認。

（２）就労系障害福祉サービスの見直し
○ 現行の制度下で展開されている支援の枠組みの再編も視野に、就労系障害福祉サービスの在り方を再確認し、目の前の課題解決に向けた対策を検討。
○ 雇用施策との連携にとどまらず、教育・医療などの関連施策との連携や、人材開発施策との関係なども踏まえ検討。

３．雇用・福祉施策双方において現行制度が抱えている課題への対応

○ 今後、障害当事者や労使を含む雇用・福祉施策双方の関係者を交え、さらに詳細な検討を行う必要。
○ 人材開発施策や教育などの関連分野との連携や財源の問題なども含め、様々な観点から検討を深めていくことが重要。新しい在り方を考えていくことも必要。

第３ 今後について

「雇用施策担当である職業安定局（障害者雇用分科会）」と「福祉施策担当である障害保健福祉部（障害者部会）」による合同検討会の立ち上げ87



障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会 開催要綱

１．趣旨
障害者の就労支援は、雇用施策と福祉施策との連携の下、その取組を進め、進展してきたが、雇用・福祉施策の双方で整理、対応していくべ

き課題も引き続き存在している。
また、近年、技術革新や多様な働き方の普及など、障害者就労を取り巻く環境も変化してきており、新たな支援ニーズも出てきている。さら

に、新型コロナウイルス感染症への対応として、テレワークでの在宅勤務など、新たな生活様式の定着を見据えた取組がみられ、ウィズ・ポス
トコロナ時代には、障害者就労の可能性の拡がりが予想される。
これら課題や変化に対応し、障害者がより働きやすい社会を実現していくためには、雇用施策と福祉施策が引き続き連携し、対応策を探って

いくことが必要となる。本年９月には、厚生労働省内の「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム」において、障害者就労に係る雇用施
策と福祉施策の連携強化について中間報告を取りまとめたところである。
このため、本検討会は、この取りまとめ内容も踏まえつつ、雇用施策と福祉施策の更なる連携強化に向け、必要な対応策のより具体的な検討

の方向性を議論することを目的として開催するものである。

２．主な検討事項
（１）効果的で、切れ目ない専門的支援体制の構築について
（２）技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応について
（３）その他雇用施策と福祉施策の連携強化に関する事項について

３．構成員
構成員は、別紙のとおりとする。

４．その他
（１）本検討会は、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官及び社会・援護局障害保健福祉部長が構成員の参集を求めて開催する。
（２）本検討会には、座長を置き、構成員の互選により選出する。座長は、本検討会を統括する。
（３）本検討会には、座長代理を置くことができる。座長代理は、構成員から座長が指名し、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときに

は、その職務を代行することとする。
（４）本検討会は、必要に応じ、構成員以外の有識者等の出席を求めることができる。
（５）本検討会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。

ただし、座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公
開とすることができる。この場合においては、少なくとも議事要旨を公開する。

（６）本検討会の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課及び社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において
行う。

（７）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官及び社会・援護局
障害保健福祉部長と協議の上、これを定めるものとする。

［開催状況］
令和２年11月６日 第１回障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会

令和２年11月17日 第２回障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会（関係団体ヒアリング①）

令和２年12月11日 第３回障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会（関係団体ヒアリング③）
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阿部 一彦 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 会長

阿部 正浩 中央大学経済学部 教授

阿由葉 寛
社会福祉法人

全国社会福祉協議会全国社会就労センター協議会 会長

池田 三知子
一般社団法人

日本経済団体連合会 労働政策本部長

岡田 久実子 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 理事長

菊池 馨実 早稲田大学法学学術院 教授

久保 厚子 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 会長

倉知 延章 九州産業大学人間科学部 教授

駒村 康平 慶應義塾大学経済学部 教授

酒井 京子 NPO 法人全国就業支援ネットワーク 代表理事

酒井 大介 全国就労移行支援事業所連絡協議会 会長

眞保 智子 法政大学現代福祉学部 教授

鈴木 龍也 福島県立相馬支援学校 校長

竹下 義樹 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合会 会長

永松 悟 杵築市長

仁平 章 日本労働組合総連合会総合政策推進局 局長

長谷川 珠子 福島大学行政政策学類 准教授

山口 祥義 佐賀県知事

オブザーバー：厚生労働省人材開発統括官付特別支援室

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

別紙（障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会 構成員）

（五十音順・敬称略）
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Ⅳ その他

90



【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17 法123）】

○居宅や障害者支援施設等から他の市区町村に存する介護保険施設等に入所し、障害福祉サービスを利用する場合の居
住地特例 19 条３項 の適用については、介護保険施設等の入所者の状況等についての実態調査の結果等を踏まえつ
つ、介護保険施設等を対象とすることについて検討する。その上で、社会保障審議会での議論を踏まえ、令和３年中に結
論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[令和２年12月18日閣議決定]

◎指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る事務・権限及び指定障害福祉サービス事業者（全ての事業所が一の市区
町村の区域内にあるものに限る。）による業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理等（36条、51条の２、51条の
３、51条の４等）に係る事務・権限については、当該権限を市区町村（指定都市及び中核市を除く。）に移譲することの必
要性等について、地方公共団体に調査を行い、その結果に基づき必要な対応を検討し、令和２年度中を目途に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。［令和元年12月23日閣議決定］

⇒（対応状況） 当該権限を市区町村（指定都市及び中核市を除く。）に移譲することにつき、自治体への調査を実施し、

現在その結果を集計中。１月中を目途に自治体への調査を集計予定。その結果に基づいて必要な対応を検討し、

結論を得る。

【児童福祉法（昭22法164）】

◎放課後等デイサービスの利用対象児童については、利用実態等に係る調査を行い、現行の利用対象児童の範囲の考え
方等も踏まえつつ、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。［平成30年12月25日閣議決
定］

⇒（対応状況） 利用実態等に係る調査結果を社会保障審議会障害者部会に報告したところ、対象児童の拡大が放課

後等デイサービス全体の報酬の在り方に影響を与えるおそれがあることから、対象児童の拡大に伴う財政影響等を

考慮せず、報酬改定の議論の枠外で対象拡⼤の要否について結論を出すことは困難と暫定的に結論付けられたと

ころ。その後、障害福祉サービス等報酬改定検討チームでの議論も経て、対象の児童の拡大の必要性について、

放課後等デイサービスが果たすべき役割等、制度のあり方を考える中で検討することとした。

総合支援法改正の中で検討する提案 ○：令和２年の提案
◎：平成 30～令和元年の対応方針で「引き続き検討」としていた提案
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